
Title ECの共通通商政策の分野における権限と
EC裁判所における「意見」(Advisory Opinion)手続 :
WTO設立協定に関するEC裁判所の「意見」の評釈を含めて

Sub Title Zuständigkeiten der EG im Rahmen der Gemeinsamen
Handelspolitik und Gutachtensverfahren des EuGH - Opinion 1/94,
WHO-Abkommen -

Author 入稲福, 智(Iriinafuku, Satoshi)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1995

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.68, No.12 (1995. 12) ,p.605- 635 

JaLC DOI
Abstract
Notes 石川明教授退職記念号
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19951228-0605

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ECの共通通商政策の分野における権限とEC裁判所における「意見」手続

E
C
の
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
け
る
権
限
と

　
　
E
C
裁
判
所
に
お
け
る
「
意
見
」
（
よ
募
・
昌
○
嘗
酵
）

　
　
　
　
　
　
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
の
評
釈
を
含
め
て

序
　
章

一
、
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
け
る
E
C
の
権
限

二
、
W
T
O
設
立
協
定
と
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
（
＞
牙
一
8
曙
O
℃
三
9
）
手
続

※
本
文
お
よ
び
脚
注
に
て
特
に
断
り
な
く
挙
げ
た
条
文
は
E
C
条
約
内
の
条
文
で

　
あ
る
。

　
　
（
例
）
「
第
一
一
三
条
」
と
は
「
E
C
条
約
第
一
＝
二
条
」
を
指
す
。

　
　
条
文
の
訳
文
は
一
部
を
除
き
省
略
し
た
点
を
ご
了
承
願
い
た
い
。
条
文
訳
と

　
し
て
は
、
例
え
ば
、
小
田
滋
・
石
本
泰
雄
編
「
解
説
条
約
集
」
第
5
版
（
三
省

　
堂
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
書
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
（
マ
！
ス
ト
リ

　
ヒ
ト
条
約
）
は
三
三
七
頁
以
下
に
て
、
ま
た
E
C
条
約
は
三
三
九
頁
以
下
に
収

　
録
さ
れ
て
あ
る
。

手
続

入

稲

福

智

605



法学研究68巻12号（’95：12）

　
　
　
　
　
　
　
　
序
　
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
構
成
国
か
ら
E
C
に
譲
渡
さ
れ
た
権
限
分
野
の
一
つ
に
、
共
通
通
商
政
策
が
挙
げ
ら
れ
る
が
（
E
C
条
約
第
三
部
第
七
編
）
、
同
政
策
の
目

標
に
つ
い
て
第
一
一
〇
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
E
C
条
約
第
一
一
〇
条

　
　
ω
　
構
成
国
は
、
関
税
同
盟
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
通
の
利
益
に
則
し
て
、
世
界
貿
易
の
調
和
の
と
れ
た
発
展
、
国
際
貿
易
上
の
制
限
の
撤

　
　
廃
お
よ
び
関
税
障
壁
の
引
下
げ
に
寄
与
す
る
。

　
　
⑭
　
共
通
通
商
政
策
に
お
い
て
は
、
構
成
国
間
の
諸
関
税
の
撤
廃
に
よ
っ
て
構
成
国
の
事
業
者
の
市
場
競
争
力
の
向
上
に
好
ま
し
い
効
果
が
生
じ
る

　
　
よ
う
考
慮
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
こ
で
「
共
通
」
通
商
政
策
と
は
、
単
に
構
成
国
の
国
内
法
・
国
内
政
策
の
調
整
に
と
ど
ま
ら
ず
、
E
C
に
よ
っ
て
（
構
成
国
に
よ
る

の
で
は
な
い
）
遂
行
さ
れ
る
政
策
を
意
味
す
る
。
同
政
策
に
お
い
て
、
E
C
は
必
要
な
規
則
を
自
ら
直
接
制
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て

　
（
4
）

い
る
。
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
み
る
よ
う
に
、
過
渡
期
間
の
経
過
後
（
一
九
七
〇
年
以
降
、
E
E
C
条
約
第
八
条
参
照
）
は
、
E
C
が
こ
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

限
を
「
排
他
的
」
に
有
し
て
い
る
。
E
C
の
こ
の
排
他
的
権
限
は
、
E
C
が
構
成
国
に
代
わ
り
通
商
政
策
上
の
国
際
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
、
ま
た
E
C
の
活
動
範
囲
に
お
い
て
は
、
構
成
国
が
独
自
の
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
（
後
述
六
一
〇
頁
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
他
方
、
外
交
政
策
お
よ
び
一
般
的
な
経
済
政
策
の
分
野
に
お
い
て
は
、
E
C
は
排
他
的
権
限
を
有
し
て
は
お
ら
ず
、
基
本
的
な
権
限

（
例
え
ば
条
約
の
締
結
権
限
）
は
構
成
国
に
属
す
る
。
こ
こ
で
は
E
C
は
、
例
え
ば
構
成
国
の
国
内
政
策
を
調
整
す
る
機
能
を
有
す
る
に
過
ぎ

（
8
）

な
い
。
従
っ
て
、
あ
る
措
置
が
共
通
通
商
政
策
に
属
す
る
か
、
ま
た
は
外
交
政
策
ま
た
は
一
般
的
な
経
済
政
策
に
属
す
る
か
ど
う
か
の
判

断
は
、
E
C
ま
た
は
構
成
国
の
ど
ち
ら
に
基
本
的
な
権
限
が
属
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

関
す
る
議
論
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
困
難
な
問
題
は
、
例
え
ば
あ
る
国
際
協
定
が
、
通
商
政
策
上
の
性
質
の
他
に
、
そ
の
他
の
対
外
政
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策
上
の
性
質
を
も
兼
ね
備
え
る
場
合
（
混
合
協
定
ヨ
一
話
自
品
お
⑪
ヨ
①
筥
）
に
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
E
C
（
委
員
会
）
は
問
題
の
協
定

を
共
通
通
商
政
策
上
の
協
定
と
し
て
捉
え
、
自
己
の
排
他
的
な
権
限
を
主
張
す
る
。
他
方
、
構
成
国
は
、
問
題
の
協
定
内
の
一
般
的
な
外

交
・
対
外
経
済
政
策
の
分
野
に
関
す
る
事
項
は
、
E
E
C
条
約
の
締
結
後
に
お
い
て
も
、
自
ら
に
基
本
的
な
権
限
が
属
す
る
旨
を
主
張
す

　
　
（
1
0
）

る
た
め
、
両
者
間
に
は
見
解
の
対
立
が
度
々
生
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
例
え
ば
、
国
際
天
然
ゴ
ム
協
定
は
主
と
し
て
通
商
政
策
上
の
性
質
を
有
す
る
た
め
、
そ
の
点
で
同
協
定
の
締
結
に
関
し
て
E
C
は
、
共
通
通
商
政
策

　
の
枠
内
に
お
い
て
、
排
他
的
な
権
限
を
有
す
る
。
他
方
、
同
協
定
に
は
、
開
発
途
上
国
と
の
協
力
お
よ
び
↓
般
的
な
経
済
政
策
の
分
野
に
関
す
る
規
定

　
が
含
ま
れ
て
い
る
。
開
発
途
上
国
と
の
協
力
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
は
、
構
成
国
が
基
本
的
な
権
限
を
有
し
て
お
り
（
第
二
二
〇
u
条
以
下
参
照
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
ま
た
経
済
政
策
の
分
野
の
権
限
は
構
成
国
が
有
し
、
E
C
は
単
に
調
整
機
能
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
（
第
三
a
条
、
第
一
〇
二
a
条
、
第
一
〇
三
条
お

　
よ
び
第
一
四
五
条
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
性
質
の
協
定
は
、
共
通
通
商
政
策
の
分
野
の
「
排
他
的
」
な
権
限
に
基
づ
き
、
E
C
が
単
独
で
締
結
し
う
る

　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
で
あ
ろ
う
か
（
後
述
六
〇
八
頁
参
照
）
。

　
も
っ
と
も
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
は
確
定
的
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
済
の
発
展
お
よ
び
欧
州
統
合
の
さ
ら
な
る
発
展
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

応
じ
て
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
も
拡
大
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
に
基
づ
き
、
E
C
の
対
外
政
策
上
の
権
限
お
よ
び
構
成
国
の
外
交
政
策
上
の
権
限
が
衝
突
す
る
事
態
が
生
じ
る
。
こ
れ
は

例
え
ば
あ
る
国
際
交
渉
の
場
に
お
い
て
、
当
事
者
と
し
て
の
地
位
お
よ
び
権
限
を
、
E
C
ま
た
は
構
成
国
の
ど
ち
ら
が
有
す
る
か
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
E
C
内
部
の
み
な
ら
ず
、
第
三
国
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
W
T
O
設
立
協
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
締
結
に
際
し
て
も
生
じ
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
き
E
C
裁
判
所
は
「
意
見
」
（
＞
9
一
8
蔓
○
豆
巳
8
第
二
二
八
条
第
六
項
）
に
て
判
断
を

　
　
　
　
（
1
7
）

下
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
け
る
E
C
の
権
限
に
つ
い
て
、
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
E
C
裁
判
所
の

「
意
見
」
に
関
す
る
評
釈
も
含
め
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
手
続
法
的
な
観
点
か
ら
、
第
二
二
八
条
第
六
項
の
「
意
見
」
（
》
身
一
8
蔓

○
甘
巳
9
）
手
続
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
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、
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
け
る
E
C
の
権
限

1
　
E
C
の
権
限
の
範
囲

　
ω
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
E
C
の
通
商
政
策
は
「
共
通
」
政
策
で
あ
り
、
E
C
条
約
第
三
部
第
七
編
に
お
い
て
、
E
C
は
交
渉
能
力
を

有
す
る
当
事
者
と
し
て
国
際
的
に
共
通
通
商
政
策
を
遂
行
し
う
る
権
限
の
他
、
対
内
的
に
も
同
政
策
を
遂
行
し
う
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て

　
（
1
8
）

い
る
。
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
け
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
第
一
一
〇
条
（
序
章
内
の
訳
文
参
照
）
に
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

共
通
通
商
政
策
の
対
象
と
な
り
、
従
っ
て
、
同
第
一
一
三
条
に
基
づ
き
政
策
を
実
行
し
う
る
か
と
い
う
点
が
あ
る
。
第
一
一
三
条
は
、
そ

の
例
と
し
て
、
「
と
り
わ
け
」
関
税
率
の
変
更
、
関
税
お
よ
び
貿
易
協
定
の
締
結
、
自
由
化
措
置
の
統
一
、
輸
出
政
策
お
よ
び
例
え
ば
ダ
ン

ピ
ン
グ
お
よ
び
国
家
補
助
金
な
ど
の
通
商
政
策
上
の
保
護
措
置
を
挙
げ
て
い
る
。
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
共
通
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

政
策
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
E
C
裁
判
所
は
、
第
一
一
三
条
の
意
味
に
お
け
る
通
商
政
策
は
、
慣
例
的
な
通
商
政
策
の
概
念
に
制
限
さ
れ

ず
、
「
共
通
通
商
政
策
」
制
度
の
機
能
を
弱
め
る
よ
う
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
旨
、
ま
た
あ
る
措
置
が
共
通
通
商
政
策
の
範
囲
内
に
含

ま
れ
る
か
い
な
か
の
判
断
は
、
そ
の
措
置
の
本
質
的
な
要
素
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
付
属
的
な
要
素
は
重
要
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
E
C
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
序
章
に
て
例
示
し
た
国
際
天
然
ゴ
ム
協
定
（
通
商
政
策
上
の
性
質
の
他
に
開
発
協
力
・

一
般
経
済
政
策
上
の
性
質
を
有
す
る
混
合
協
定
ヨ
一
図
＆
禮
お
①
ヨ
①
三
）
の
締
結
は
、
同
協
定
に
お
け
る
本
質
的
な
規
定
の
性
質
を
考
慮
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

共
通
通
商
政
策
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
、
E
C
が
同
協
定
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
。

　
⑭
　
と
こ
ろ
で
E
C
裁
判
所
は
、
E
C
の
対
外
的
（
国
際
的
）
な
権
限
は
、
条
約
に
お
い
て
明
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
他
、
E
C
機
関
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

発
し
た
第
二
次
法
に
基
づ
き
生
じ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
（
A
E
T
R
原
則
）
。
同
原
則
は
共
通
通
商
政
策
に
も
適
用
さ
れ
、
同
原
則
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

づ
け
ば
、
E
C
は
、
①
E
C
条
約
が
国
際
協
定
の
締
結
権
限
を
明
文
で
定
め
る
場
合
の
他
、
②
E
C
条
約
は
E
C
域
内
に
お
け
る
権
限
の

み
を
規
定
す
る
も
の
の
、
そ
の
権
限
に
基
づ
き
第
二
次
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
E
C
が
第
三
国
と
国
際
協
定
を
締
結
す
る
権
限
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が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
E
C
は
通
商
政
策
上
の
国
際
協
定
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
（
対
内
的
な
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

お
よ
び
対
外
的
な
権
限
の
併
存
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
原
則
は
、
対
内
的
な
権
限
よ
り
派
生
す
る
対
外
的
な
権
限
が
、
E
C
条
約
上
の
目
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
物
」
の
流
通
の
自
由
の
保
障
を
目
標
に
掲
げ
る
E
C
に
お
い
て
は
、

「
物
」
の
流
通
に
関
す
る
事
項
は
、
基
本
的
に
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
（
後
述
㈹
参
照
）
。
ま
た
A
E
T
R
原
則
に

従
え
ば
、
E
C
域
内
の
統
合
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
質
に
鑑
み
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
は
、
統
合
過
程
の
発
展
と
共
に
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

し
う
る
こ
と
に
な
る
。

　
E
C
裁
判
所
に
よ
っ
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
A
E
T
R
原
則
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
他
、

同
条
約
の
付
属
文
書
内
で
A
E
T
R
原
則
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
同
原
則
は
今
後
も
な
お
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
W
T
O
設
立
条
約
に
関
す
る
「
意
見
」
に
お
い
て
、
同
原
則
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
㈹
　
次
に
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
が
問
題
に
な
る
若
干
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
①
E
C
裁
判
所
は
、
E
C
は
第
三
国
と
の
物
の
流
通
に
関
し
て
排
他
的
な
権
限
を
有
す
る
旨
の
判
断
を
度
々
下
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

　
　
は
、
E
C
が
排
他
的
な
権
限
を
有
せ
ず
、
構
成
国
間
で
異
な
る
措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
（
構
成
国
が
第
三
国
と
自
由
に
協
定
を
締
結
す
る

　
　
場
合
）
に
は
、
共
通
の
関
税
率
を
採
用
す
る
関
税
同
盟
（
第
九
条
）
の
機
能
が
害
さ
れ
う
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
「
物
」
に
は
農
産
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
（
こ
れ
は
第
三
八
条
第
二
項
お
よ
び
第
四
三
条
に
基
づ
き
特
別
な
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
に
限
る
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
子
力
共
同
体
条
約
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
の
対
象
と
な
る
産
物
が
含
ま
れ
る
（
後
述
六
一
五
頁
参
照
）
。

　
②
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
国
際
的
な
経
済
政
策
は
、
一
般
的
な
「
通
商
政
策
」
（
E
C
条
約
に
お
け
る
「
共
通
通
商
政
策
」
で
は
な
い
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
の
概
念
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
権
限
が
共
通
通
商
政
策
に
お
け
る
「
排
他
的
」
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
か
つ
て
は
明
ら
か
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
な
か
っ
た
（
も
っ
と
も
、
物
の
自
由
流
通
に
付
随
し
、
物
と
同
一
視
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
）
。
従
来
、
こ
の
分
野
の
協
定
は
国
内
法
の
対

　
　
象
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
E
C
は
、
欧
州
連
合
市
民
の
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
化
に
関
す
る
指
令
を
制
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
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れ
は
第
三
国
の
国
民
の
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
に
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
A
E
T
R
原
則
に
基
づ
き
E
C
の
権
限
を
肯
定
す
る

　
　
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
A
E
T
R
原
則
に
よ
れ
ば
、
第
三
国
の
国
籍
所
有
者
を
対
象
に
し
た
E
C
第
二
次
法
を
E
C
が
発

　
　
す
る
場
合
、
E
C
は
対
外
的
に
も
同
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
E
C
裁
判
所
は
、
W
T
O
設
立
協
定
に
関

　
　
す
る
「
意
見
」
の
中
で
判
断
し
て
い
る
（
後
述
六
一
九
頁
参
照
）
。

　
③
第
三
国
の
国
籍
を
有
す
る
労
働
者
の
移
動
の
自
由
お
よ
び
居
住
・
営
業
の
自
由
も
、
同
様
に
共
通
通
商
政
策
の
対
象
に
は
含
ま
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

　
　
い
（
後
述
六
一
九
頁
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
④
ま
た
運
輸
政
策
に
関
し
て
は
E
C
条
約
第
四
編
に
て
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
。

　
㈲
　
通
商
政
策
上
の
措
置
を
E
C
は
、
対
内
的
に
は
、
第
一
一
三
条
第
一
項
、
第
二
項
お
よ
び
第
四
項
の
規
定
に
従
い
、
委
員
会
の
提

案
を
受
け
た
後
、
理
事
会
に
お
い
て
特
定
多
数
の
賛
成
票
の
下
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
措
置
は
第
一
八
九
条
内
に
列
記
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

い
る
形
態
を
と
り
う
る
が
、
実
務
上
多
用
さ
れ
る
の
は
「
規
則
」
で
あ
る
。

　
他
方
、
対
外
的
に
は
、
E
C
は
、
国
際
協
定
を
、
第
一
一
三
条
、
第
二
二
八
条
、
第
二
二
八
a
条
お
よ
び
第
二
三
八
条
に
基
づ
き
締
結

　
　
（
3
5
）

し
う
る
。
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2
　
E
C
の
権
限
の
性
質
（
排
他
性
）

　
ω
　
第
一
一
三
条
第
一
項
お
よ
び
E
E
C
条
約
第
一
一
四
条
（
も
っ
と
も
同
条
は
E
C
条
約
の
下
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
）
内
に
規
定
さ
れ
る

E
C
の
共
通
通
商
政
策
に
関
す
る
権
限
は
、
過
渡
期
問
の
経
過
後
（
一
九
六
九
年
以
降
）
は
「
排
他
的
」
な
権
限
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
第

一
一
三
条
一
項
の
「
共
通
通
商
政
策
は
統
一
さ
れ
た
原
則
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
E
C
は
単

に
右
「
原
則
」
を
確
立
す
る
権
限
の
み
を
有
し
、
そ
の
実
行
に
関
し
て
は
構
成
国
が
権
限
を
有
す
る
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
が
、
同
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

釈
を
E
C
裁
判
所
は
退
け
、
E
C
が
権
限
を
有
す
る
範
囲
内
で
は
、
構
成
国
は
権
限
を
有
し
な
い
旨
を
判
示
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
共
通
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通
商
政
策
の
分
野
に
お
け
る
E
C
と
構
成
国
の
権
限
の
併
存
は
明
瞭
に
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
も
し
構
成
国
が
E
C
と
並
び
権
限
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

す
る
と
す
れ
ば
、
構
成
国
は
独
自
の
利
益
の
た
め
に
、
E
C
全
体
の
利
益
に
反
す
る
措
置
を
と
り
う
る
危
険
性
が
存
す
る
こ
と
に
基
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

も
っ
と
も
、
E
C
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
ま
で
は
、
構
成
国
は
独
自
の
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
第
二
五
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

は
、
構
成
国
が
E
C
条
約
に
調
和
し
た
独
自
の
措
置
を
と
り
う
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
ま
た
E
C
裁
判
所
の
判
決
も
、
こ
れ
を
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
構
成
国
が
独
自
の
政
策
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
第
五
条
第
二
項
に
鑑
み
、
時
後
の
共
通
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

政
策
の
発
展
を
妨
げ
る
よ
う
な
政
策
は
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
E
C
の
政
策
と
構
成
国
の
政
策
が
矛
盾
す
る
場
合
に
は
、

E
C
の
政
策
が
優
先
す
る
。
な
お
、
E
C
の
権
限
の
「
排
他
性
」
ゆ
え
に
、
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
い
て
補
完
性
原
則
（
第
三
条
第
二

項
）
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
⑭
　
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
E
C
の
権
限
が
排
他
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
E
C
の
機
関
が
E
C
条
約
に
基
づ
き
権
限
を
行

使
し
、
第
二
次
法
を
発
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
E
C
の
機
関
が
第
二
次
法
を
発
し
て
い
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

構
成
国
は
そ
れ
に
反
す
る
措
置
を
取
り
え
ず
、
E
C
の
権
限
は
「
排
他
的
」
性
質
を
有
す
る
（
A
E
T
R
原
則
参
照
）
。

二
、
W
T
O
設
立
協
定
と
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
（
＞
身
一
。
。
o
蔓
○
℃
巨
書
）
手
続

1
　
序

　
次
に
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
E
C
裁
判
所
の
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
「
意
見
」
に
つ
い
て
評
釈
し
、
同
政
策
の

適
用
範
囲
に
関
す
る
「
新
た
な
」
発
展
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
W
T
O
設
立
協
定
の
締
結
権
限
を
E
C
が
「
排
他
的
」
に
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
委
員
会
は
E
C
裁
判
所
に
「
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

見
」
（
＞
身
一
8
蔓
○
甘
巳
9
第
二
二
八
条
第
六
項
参
照
）
を
求
め
た
（
一
九
九
四
年
四
月
六
日
付
）
。
主
た
る
争
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
W
T
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0
設
立
協
定
は
G
A
T
T
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
起
草
さ
れ
た
三
つ
の
基
本
条
約
（
協
定
）
、
す
な
わ
ち
物
の
貿
易
に
関
す

る
協
定
（
主
と
し
て
O
＞
弓
↓
一
。
。
“
）
、
G
A
T
S
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
を
統
括
す
る
機
関
（
W
T
O
）
を
設
立
す
る
た
め
の
協
定
で
あ

り
、
前
掲
の
三
条
約
（
協
定
）
は
W
T
O
設
立
協
定
の
締
結
を
通
し
て
ま
と
め
て
締
結
さ
れ
る
。
物
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
は
主
と
し
て

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

物
に
つ
い
て
、
G
A
T
S
は
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
ま
た
T
R
I
P
s
条
約
は
知
的
所
有
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
本
手
続
に
お
け
る

争
点
は
、
G
A
T
S
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
は
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
内
に
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
従
来
、
E

C
裁
判
所
は
「
物
」
を
対
象
と
し
た
国
際
協
定
に
関
し
て
判
断
を
下
し
て
い
る
が
、
G
A
T
S
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
の
対
象
は
こ
れ

に
属
せ
ず
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
が
不
明
で
あ
る
こ
と
が
、
争
点
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
委
員
会
は
W
T
O
設
立
協
定
に
お
け
る
「
全
て
の
」
事
項
は
、
E
C
の
排
他
的
権
限
の
適
用
範
囲
内
に
あ
る
旨
を
常
に
主
張
し
て
き
た
。

そ
の
主
た
る
根
拠
と
し
て
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
①
E
C
裁
判
所
は
従
来
、
共
通
通
商
政
策
の
発
展
的
な
性
質
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
今
日
の
世
界
経
済
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス

　
　
お
よ
び
知
的
所
有
権
の
保
護
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
内
に
含
ま
れ

　
　
る
こ
と
。

　
②
W
T
O
設
立
協
定
は
．
、
巴
お
一
①
…
号
旨
畏
ぎ
α
q
、
、
で
あ
り
、
物
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
は
E
C
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
他
方
G
A
T
S

　
　
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
は
構
成
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
と
い
っ
た
形
態
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
。

　
③
他
の
当
事
国
か
ら
は
、
E
C
が
当
事
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
B
条
第
一
項
第
二
号
は
E

　
　
U
の
国
際
舞
台
に
お
け
る
独
自
性
の
確
立
を
、
ま
た
同
前
文
第
九
項
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
体
性
の
強
化
を
要
求
し
て
お
り
、
W
T
O

　
　
設
立
協
定
は
E
C
に
よ
っ
て
単
独
で
締
結
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
他
方
、
国
際
舞
台
に
お
け
る
独
立
国
家
と
し
て
の
地
位
お
よ
び
交
渉
能
力
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
構
成
国
は
「
全
て
の
」
事
項
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

け
る
E
C
の
権
限
に
関
し
て
異
議
を
述
べ
る
他
、
理
事
会
お
よ
び
欧
州
議
会
も
、
委
員
会
の
見
解
に
対
し
て
異
議
を
提
出
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
E
C
（
か
つ
て
は
E
E
C
）
と
G
A
T
T
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
略
に
説
明
す
る
。

　
E
C
構
成
国
は
、
E
E
C
が
一
九
五
八
年
に
設
立
さ
れ
る
以
前
に
す
で
に
G
A
T
T
の
締
約
国
で
あ
っ
た
が
、
E
E
C
が
構
成
国
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

そ
の
貿
易
お
よ
び
関
税
に
関
す
る
権
限
を
譲
り
受
け
る
に
つ
れ
、
E
E
C
は
G
A
T
T
の
締
約
国
と
し
て
の
加
盟
国
の
地
位
を
代
替
し
、

　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

こ
れ
は
E
C
内
部
お
よ
び
G
A
T
T
の
加
盟
国
間
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
実
務
上
、
E
E
C
は
構
成
国
に
代
わ
り
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

実
上
の
G
A
T
T
の
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
共
通
通
商
政
策
の
発
展
に
伴
い
、
委
員
会
は
主
と
し
て
、
E
E
C
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

よ
び
構
成
国
の
た
め
に
唯
一
の
交
渉
当
事
者
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
構
成
国
は
そ
の
投
票
権
を
行
使
し
続
け
た
。

　
ウ
ル
グ
ア
イ
．
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
も
ま
た
、
委
員
会
が
唯
一
の
交
渉
当
事
者
と
し
て
、
E
C
（
E
E
C
）
お
よ
び
構
成
国
の
た
め
に
行

　
　
　
　
　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

動
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
交
渉
に
お
け
る
「
全
」
権
限
を
E
C
が
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
（
前
頁
参
照
）
が
当
初
か
ら
存
在
し
た
。

交
渉
の
最
終
段
階
に
い
た
っ
て
も
、
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
ず
、
一
九
九
四
年
三
月
七
・
八
日
、
理
事
会
と
構
成
国
は
、
最
終
議
定
書
と

W
T
O
設
立
協
定
は
、
一
九
九
四
年
四
月
一
五
日
、
E
C
と
構
成
国
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
旨
の
決
定
を
下
し
た
。

　
他
方
、
委
員
会
は
、
構
成
国
が
W
T
O
設
立
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
に
反
対
は
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
W
T
O
に
お
け
る
E
C
の

効
果
的
か
つ
統
一
的
な
代
表
を
確
保
す
る
必
要
性
を
絶
え
ず
主
張
し
た
。
対
立
を
解
消
す
る
た
め
、
委
員
会
は
W
T
O
設
立
協
定
の
締
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

に
関
し
て
新
た
な
提
案
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
問
題
の
解
決
に
貢
献
せ
ず
、
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
W
T
O
設
立
協
定
は
一
九
九
五
年
一
月
一
日
よ
り
発
行
さ
れ
る
予
定
に
あ
っ
た
た
め
、
E
C
裁
判
所
は
異
例
な
タ
イ
ム
・
リ
ミ
ッ
ト
を

　
　
　
　
（
5
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

科
せ
ら
れ
た
。
公
開
討
論
は
行
わ
れ
ず
、
全
E
C
裁
判
所
法
務
官
は
そ
の
見
解
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
ぎ
畦
ぎ
鵬
は
一
九
九
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

一
〇
月
一
一
日
に
一
回
の
み
実
施
さ
れ
、
一
一
月
一
五
日
に
E
C
裁
判
所
は
そ
の
「
意
見
」
を
言
い
渡
し
た
。

　
以
下
、
E
C
裁
判
所
の
同
「
意
見
」
に
関
し
て
概
説
・
評
釈
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
同
裁
判
所
の
「
意
見
」
（
＞
身
一
8
運
○
冨
巳
2
）
手

続
に
つ
い
て
簡
略
に
解
説
す
る
。
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2
　
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
（
≧
蓄
◎
ミ
o
馨
百
）
手
続

　
ω
　
第
二
二
八
条
【
第
三
国
ま
た
は
国
際
機
構
と
締
結
す
る
協
定
・
欧
州
議
会
の
参
加
】
第
六
項
は
、
「
意
見
」
（
＞
身
広
o
蔓
○
甘
巳
8
）

手
続
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
理
事
会
、
委
員
会
ま
た
は
構
成
国
は
、
検
討
さ
れ
て
い
る
協
定
が
こ
の
条
約
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
E
C
裁
判
所
に
意
見
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
の
見
解
が
否
定
的
な
場
合
に
は
、
問
題
の
協
定
は
欧
州
連
合
条
約
［
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
］
第
N
条
に
し
た
が
っ
て
の

み
発
効
し
う
る
。
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同
規
定
に
基
づ
き
、
理
事
会
、
委
員
会
ま
た
は
構
成
国
（
規
定
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
欧
州
議
会
お
よ
び
私
人
は
含
ま
れ
な
い
）
は
、
検
討
さ
れ

て
い
る
協
定
と
E
C
条
約
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
、
事
前
に
、
E
C
裁
判
所
に
見
解
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
協
定
が
E
C
条
約

に
抵
触
す
る
旨
の
裁
判
所
の
判
断
は
、
E
C
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
ま
た
国
際
関
係
に
お
い
て
混
乱
を
生
じ
さ
せ
う
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

未
然
に
防
止
す
る
趣
旨
で
こ
の
手
続
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
創
）
。

　
⑭
　
審
査
の
対
象
と
な
る
協
定
の
形
式
は
問
わ
な
い
。
ま
た
そ
の
起
草
お
よ
び
締
結
に
E
C
が
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い

E
C
裁
判
所
に
よ
っ
て
で
き
る
限
り
早
い
段
階
に
お
け
る
審
査
を
可
能
に
す
る
た
め
、
審
査
の
対
象
と
な
る
協
定
は
、
そ
の
条
文
が
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

に
規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
協
定
の
目
的
が
明
確
に
定
ま
っ
て
い
れ
ば
よ
い
。
も
っ
と
も
、
条
約
違
反
訴
訟
手
続
（
第
一
七
〇
条
）
、
取

消
訴
訟
手
続
（
第
一
七
三
条
）
お
よ
び
先
行
判
決
手
続
（
第
一
七
七
条
）
の
場
合
と
は
異
な
り
、
審
査
の
対
象
と
な
る
「
検
討
さ
れ
て
い
る
」
協

定
は
、
権
利
・
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
「
確
定
的
な
」
協
定
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
「
意
見
」
に
お
い
て
、

E
C
裁
判
所
は
、
締
結
す
る
協
定
に
拘
束
さ
れ
る
意
思
を
E
C
が
確
定
的
に
発
す
る
ま
で
は
、
問
題
の
協
定
は
「
検
討
さ
れ
て
い
る
」
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

定
に
該
当
す
る
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
E
C
が
問
題
の
協
定
を
締
結
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
E
C
に
右
の
意
思
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

存
し
な
い
場
合
に
は
、
E
C
裁
判
所
に
「
意
見
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。



　
判
断
の
対
象
事
項
に
は
、
同
協
定
の
成
立
の
経
緯
お
よ
び
締
結
権
限
を
含
め
、
検
討
さ
れ
て
い
る
協
定
と
E
C
条
約
と
の
両
立
性
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

し
て
判
断
し
う
る
全
て
の
問
題
が
含
ま
れ
る
。

　
⑬
　
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
は
拘
束
力
を
有
す
る
。
E
C
裁
判
所
が
、
問
題
の
協
定
は
E
C
条
約
の
規
定
に
抵
触
す
る
旨
の
判
断
を

下
し
た
場
合
に
は
、
同
協
定
は
、
E
C
条
約
を
改
正
（
E
U
条
約
第
N
条
、
E
E
C
条
約
第
二
三
六
条
参
照
）
し
た
上
で
の
み
締
結
し
う
る
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

二
二
八
条
六
項
第
二
文
）
。
同
規
定
の
趣
旨
は
、
国
際
条
約
の
締
結
を
通
じ
、
E
C
条
約
の
規
定
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
。
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3
　
E
C
裁
判
所
の
見
解
（
と
議
。
ミ
o
讐
野
）

　
ω
　
E
C
裁
判
所
は
、
W
T
O
設
立
協
定
を
混
合
協
定
（
ζ
一
図
a
品
お
。
ヨ
①
邑
と
解
し
、
次
に
よ
う
に
判
断
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

　
①
第
一
一
三
条
に
基
づ
き
E
C
は
、
単
独
で
、
物
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
。
同
権
限
は
、
農
産
物
に
関
す

　
　
　
　
（
6
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　
る
協
定
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
子
力
共
同
体
条
約
が
規
定
す
る
産
物
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
が
規
定
す
る
産
物
を
対

　
　
象
と
す
る
協
定
に
も
及
ぶ
。

②
G
A
T
S
の
内
、
人
の
国
境
の
移
動
を
伴
わ
な
い
国
際
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
し
て
は
第
一
二
二
条
の
共
通
通
商
政
策
の
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
71
）

　
　
内
に
属
す
る
が
、
運
輸
サ
ー
ビ
ス
は
同
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
。
従
っ
て
、
G
A
T
S
を
締
結
す
る
権
限
は
、
E
C
お
よ
び
構
成
国
に

　
　
　
　
　
（
72
）

　
　
配
分
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

③
偽
造
品
の
自
由
流
通
を
禁
止
す
る
規
定
を
除
き
、
T
R
I
P
s
条
約
は
共
通
通
商
政
策
の
範
囲
内
に
は
含
ま
れ
な
い
。
従
っ
て
、
T

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
R
I
P
s
条
約
を
締
結
す
る
権
限
は
、
E
C
お
よ
び
構
成
国
に
配
分
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

⑭
先
例
に
同
じ
く
E
C
裁
判
所
は
、
今
回
の
「
意
見
」
に
お
い
て
も
、
過
去
の
判
断
、
特
に
「
意
見
」
（
一
＼
ざ
）
お
よ
び
A
E
T
R
判

　
　
（
7
6
）

　
　
決
を
参
照
し
て
い
る
。

前
掲
の
「
意
見
」
の
要
旨
に
つ
い
て
概
説
す
る
前
に
、
次
の
点
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
E
C
裁
判
所
は
今
回
の
「
意
見
」
に
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お
い
て
、
構
成
国
が
単
に
W
T
O
運
営
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
か
ら
、
構
成
国
が
W
T
O
設
立
協
定
を
締
結
す
る
権
限
が
導
か
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
他
方
、
E
C
裁
判
所
は
か
つ
て
「
意
見
」
（
一
＼
お
）
に
お
い
て
、
国
際
協
定
の
実
施
に
不
可
欠
な
財
政
を
負

担
す
る
者
に
、
協
定
へ
の
参
加
権
限
が
与
え
ら
れ
る
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
判
断
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ

　
　
（
7
8
）

れ
る
が
、
E
C
裁
判
所
は
、
今
回
の
「
意
見
」
に
お
い
て
、
単
に
国
際
機
構
の
運
営
経
費
を
負
担
す
る
場
合
ど
、
財
政
活
動
を
目
的
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

た
制
度
の
財
政
（
国
際
機
構
）
を
負
担
す
る
場
合
と
を
明
瞭
に
区
別
し
、
前
者
の
場
合
、
（
W
T
O
設
立
協
定
は
こ
の
場
合
に
相
当
す
る
）
に
は
、

経
費
を
負
担
す
る
者
の
協
定
へ
の
参
加
権
限
が
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　
③
　
物
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
に
関
し
て

　
物
（
産
品
）
の
流
通
に
関
し
て
、
E
C
裁
判
所
は
次
に
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。

　
①
第
四
三
条
に
基
づ
き
、
E
C
は
第
三
国
よ
り
輸
入
さ
れ
る
農
産
物
に
関
す
る
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
第
三
九

　
　
条
に
て
規
定
さ
れ
る
共
通
農
業
政
策
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
物
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
に

　
　
追
加
さ
れ
た
農
産
物
に
関
す
る
国
際
協
定
は
、
第
三
九
条
内
の
共
通
農
業
政
策
の
目
的
と
は
異
な
る
目
的
、
す
な
わ
ち
公
正
か
つ
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
場
経
済
に
基
づ
く
農
業
貿
易
制
度
の
確
立
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
同
協
定
は
第
一
一
三
条
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
る
。

　
②
第
一
一
三
条
は
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
が
規
定
す
る
産
物
に
関
す
る
協
定
に
も
適
用
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
81
）

　
　
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
の
対
象
と
な
る
物
品
「
の
み
」
を
対
象
と
す
る
協
定
に
は
第
一
一
三
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
同
条
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
82
）

　
　
の
下
で
は
、
通
商
政
策
に
関
す
る
権
限
は
構
成
国
の
下
に
残
さ
れ
て
い
る
た
め
（
第
七
一
条
第
一
項
）
、
従
来
、
第
三
国
と
の
協
定
は

　
　
構
成
国
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。

　
③
そ
の
他
、
第
一
一
三
条
に
基
づ
き
、
E
C
は
衛
生
上
の
措
置
の
適
用
に
関
す
る
協
定
お
よ
び
貿
易
の
技
術
的
障
壁
に
関
す
る
協
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
　
制
定
権
限
を
有
す
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
の
協
定
は
国
際
貿
易
に
お
け
る
消
極
的
な
効
果
お
よ
び
不
要
な
障
害
を
少
な
く
す
る
こ
と

　
　
を
目
的
と
し
、
共
通
通
商
政
策
の
目
的
に
合
致
す
る
た
め
で
あ
る
。
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但
　
G
A
T
S
（
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
）
に
関
し
て

　
E
C
裁
判
所
は
今
回
の
「
意
見
」
に
お
い
て
も
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
は
経
済
の
発
展
に
応
じ
発
展
し
う
る
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
E
C
裁
判
所
は
、
国
際
経
済
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
占
め
る
割
合
は
高
ま
り
、
サ
ー
ビ
ス
は
物
品
の
販
売

に
と
っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
サ
ー
ビ
ス
の
流
通
は
第
二
三
条
の
適
用
範
囲
か
ら
は
必
ず
し
も
排
斥
さ
れ
な
い
と
判
断
し

　
　
（
8
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

て
い
る
。
も
っ
と
も
E
C
裁
判
所
は
、
G
A
T
S
が
規
定
す
る
四
類
型
の
サ
ー
ビ
ス
の
相
違
点
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
内
、
人
が
国
境

を
越
え
な
い
形
態
で
な
さ
れ
る
国
際
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
み
、
共
通
通
商
政
策
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

そ
の
理
由
は
、
同
サ
ー
ビ
ス
類
型
は
、
「
物
品
の
貿
易
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」
点
に
求
め
ら
れ
る
。
他
方
、
人
の
国
境
の
通
過
を
伴

う
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
類
型
に
関
し
て
は
、
人
の
国
境
の
通
過
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
に
お
い
て
共
通
通
商
政
策
と
は
区
別
し
て
規
定
さ

　
　
　
　
　
（
87
）

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
形
態
の
サ
ー
ビ
ス
は
同
第
四
八
条
、
第
五
二
条
お
よ
び
第
五
八
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
規
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

れ
て
い
る
こ
と
（
共
通
通
商
政
策
の
根
拠
条
文
と
は
異
な
る
こ
と
）
よ
り
、
共
通
通
商
政
策
の
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
と
判
断
す
る
。

　
運
輸
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
国
際
協
定
の
締
結
に
関
し
て
は
、
第
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

五
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
共
通
通
商
政
策
の
規
定
の
適
用
は
な
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
理
事
会
に
お
け
る
慣
行
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
旨
を
判
断
す
る
。
も
っ
と
も
E
C
裁
判
所
は
、
運
輸
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
措
置
が
、
共
通
通
商
政
策
上
の
措

置
（
例
え
ば
経
済
制
裁
措
置
）
に
必
要
不
可
欠
な
補
充
的
措
置
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
同
運
輸
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
項
も
共
通
通
商
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

の
対
象
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
㈲
　
T
R
I
P
s
条
約
（
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
）
に
関
西
て

　
E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
に
よ
れ
ば
、
偽
造
品
の
E
C
域
内
市
場
へ
の
流
通
に
関
す
る
規
定
を
例
外
と
し
、
T
R
I
P
s
条
約
は
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
92
）

通
商
政
策
の
範
囲
内
に
は
含
ま
れ
な
い
。
例
外
は
以
下
の
理
由
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
T
R
I
P
s
条
約
第
三
編
第
四
節
（
知
的
財
産
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

行
使
）
内
の
偽
造
品
の
流
通
に
関
す
る
規
定
に
相
当
す
る
「
規
則
」
を
E
C
は
共
通
通
商
政
策
の
一
環
と
し
て
す
で
に
制
定
し
て
い
る
こ
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ゆ
ロ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
E
C
の
こ
の
分
野
に
関
す
る
国
際
協
定
の
締
結
権
限
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
61

　
他
方
、
E
C
の
T
R
I
P
s
条
約
（
知
的
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
協
定
）
の
締
結
権
限
を
E
C
裁
判
所
が
原
則
的
に
否
定
す
る
の
は
以
下

の
理
由
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
T
R
I
P
s
条
約
は
、
単
に
国
際
取
引
の
み
な
ら
ず
、
E
C
域
内
の
取
引
に
も
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

及
ぼ
す
た
め
、
国
際
取
引
に
関
す
る
権
限
（
第
一
一
三
条
）
に
基
づ
き
T
R
I
P
s
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
T
R

I
P
s
条
約
は
、
従
来
E
C
に
よ
っ
て
構
成
国
の
国
内
法
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
な
い
分
野
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
T
R

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

I
P
s
条
約
が
E
C
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
条
約
の
締
結
を
通
し
て
、
E
C
に
お
け
る
法
の
「
調
整
」
が
達
成
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
他
方
、
E
C
は
第
一
〇
〇
条
、
第
一
〇
〇
a
条
お
よ
び
第
二
一
二
五
条
に
基
づ
き
、
知
的
所
有
権
に
関
す
る
構
成
国
の
国
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

法
を
調
整
す
る
権
限
を
有
す
る
が
、
こ
の
権
限
は
同
条
に
基
づ
く
一
定
の
意
思
決
定
手
続
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ロ

の
手
続
は
共
通
通
商
政
策
の
枠
内
に
お
け
る
意
思
決
定
手
続
と
は
異
な
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
国
際
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
国
内
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

調
整
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
知
的
所
有
権
の
保
護
を
目
的
と
し
た
措
置
を
、
第
一
一
三
条
に
基
づ
い
て
、
対
内
的
に
ま
た
対
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）

に
発
す
る
慣
行
は
、
E
C
の
T
R
I
P
s
条
約
の
締
結
権
限
を
根
拠
づ
け
な
い
。

　
委
員
会
は
、
過
去
に
E
C
が
第
三
国
と
締
結
し
た
知
的
所
有
権
に
関
す
る
協
定
の
例
を
挙
げ
、
T
R
I
P
s
条
約
も
こ
れ
と
同
様
に
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

結
し
う
る
旨
を
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
E
C
域
内
の
企
業
の
知
的
所
有
権
が
第
三
国
で
保
護
さ
れ
な
い
場
合
の
対
抗
措
置
に
関
し
て
、
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

C
は
第
一
二
二
条
に
基
づ
き
第
二
次
法
を
制
定
し
て
い
る
。
し
か
し
E
C
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
T
R
I
P
s
条
約
の
主
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

目
的
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
同
措
置
は
T
R
I
P
s
条
約
の
締
結
権
限
を
根
拠
付
け
な
い
と
判
断
す
る
。

　
㈲
　
G
A
T
S
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
を
締
結
す
る
E
C
の
ぎ
喜
＆
℃
o
類
震
に
つ
い
て

　
E
C
裁
判
所
が
第
一
一
三
条
に
基
づ
く
E
C
の
排
他
的
権
限
を
否
定
し
た
場
合
に
備
え
、
委
員
会
は
、
E
C
が
G
A
T
S
お
よ
び
T
R

I
P
s
条
約
を
締
結
す
る
権
限
は
、
①
E
C
の
対
内
的
な
権
限
に
基
づ
き
（
A
E
T
R
原
則
参
照
）
ま
た
は
②
E
C
が
E
C
条
約
の
目
的
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塒
）

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
国
際
的
な
義
務
を
履
行
す
る
必
要
性
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
旨
を
補
足
的
に
主
張
し
た
。
さ
ら
に
③
委
員
会
は
、
’
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条
約
内
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
ま
た
は
派
生
的
な
権
限
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
〇
〇
a
条
お
よ
び
第
二
一
二
五
条
に
基
づ
き
、

E
C
は
排
他
的
な
権
限
を
有
す
る
旨
を
主
張
し
た
。
以
上
の
三
点
に
関
す
る
E
C
裁
判
所
の
判
断
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
G
A
T
S
に
関
し
て

　
　
　
ま
ず
E
C
裁
判
所
は
、
運
輸
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
E
C
が
す
で
に
発
し
て
い
る
第
二
次
法
に
基
づ
き
、
国
際
協
定
を
締
結
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
る
権
限
が
派
生
す
る
旨
を
判
断
す
る
が
、
E
C
は
G
A
T
S
の
締
結
に
際
し
、
A
E
T
R
原
則
に
基
づ
く
排
他
的
な
権
限
を
有
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

　
　
い
旨
を
判
断
す
る
。
他
方
、
居
住
・
営
業
に
関
す
る
自
由
（
第
五
二
条
以
下
）
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
第
五
九
条
）
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
E
C
条
約
内
の
規
定
は
、
第
三
国
の
国
民
の
居
住
・
営
業
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
定
め
て
は
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
規
定
か
ら
右
分
野
に
お
け
る
国
際
協
定
を
第
三
国
と
締
結
す
る
E
C
の
対
外
的
な
権
限
は
生
じ
な
い
と
判
断
す
る
。

　
　
　
ま
た
、
E
C
裁
判
所
は
、
E
C
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
必
要
性
か
ら
、
E
C
の
G
A
T
S
締
結
権
限
は
導
か
れ
な
い
と
判
断
し

　
　
て
い
る
が
、
こ
れ
は
構
成
国
の
国
民
の
居
住
・
営
業
の
自
由
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
自
由
の
保
障
と
い
う
E
C
条
約
上
の
目
的

　
　
と
、
E
C
域
内
に
お
け
る
第
三
国
の
国
民
に
対
す
る
同
様
の
自
由
の
保
障
ま
た
は
第
三
国
に
お
け
る
構
成
国
の
国
民
の
た
め
の
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

　
　
の
自
由
の
保
障
と
は
、
不
可
避
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
①
第
三
国
の
国

　
　
民
の
営
業
・
居
住
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
自
由
の
保
障
に
関
し
て
は
、
E
C
条
約
内
に
規
定
は
な
い
が
、
こ
の
自
由
の
保
障
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
　
関
す
る
E
C
の
権
限
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
お
よ
び
②
こ
の
よ
う
な
権
限
を
E
C
が
行
使
し
、
E
C
第
二
次
法
を
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
　
す
る
場
合
に
は
、
同
第
二
次
法
の
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
E
C
は
排
他
的
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
E
C
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

　
　
所
は
A
E
T
R
原
則
が
適
用
さ
れ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
、
E
C
内
に
お
け
る
制
度
の
完
全
な
調
整
を
重
視
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
　
　
第
一
〇
〇
a
条
に
基
づ
き
E
C
は
排
他
的
な
権
限
を
有
す
る
か
に
つ
き
、
E
C
裁
判
所
は
、
同
条
そ
れ
自
体
か
ら
排
他
的
な
権
限

　
　
が
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
も
っ
と
も
E
C
が
対
内
的
に
権
限
を
行
使
す
れ
ば
、
E
C
は
排
他
的
権
限
を
有
す
る
旨
の
判
断
を
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恨
）

　
　
し
て
い
る
（
前
述
六
〇
九
頁
参
照
）
。
同
第
二
三
五
条
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
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②
T
R
I
P
s
条
約
に
関
し
て

　
　
　
A
E
T
R
原
則
に
基
づ
く
E
C
の
権
限
に
関
し
て
E
C
裁
判
所
は
、
T
R
I
P
s
条
約
が
規
定
す
る
分
野
に
関
し
、
E
C
で
は
部

　
　
分
的
に
の
み
国
内
法
が
調
整
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
T
R
I
P
s
条
約
の
排
他
的
な
締
結
権
限
は
E
C
に
は
帰
属
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
踊
）

　
　
い
旨
を
判
示
す
る
。

　
　
　
ま
た
、
E
C
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
E
C
に
よ
る
T
R
I
P
s
条
約
の
締
結
は
必
要
で
は
な
い
と
E
C
裁
判
所
は
判

　
　
　
　
（
聡
）

　
　
断
す
る
。

　
　
　
ま
た
、
E
C
裁
判
所
は
前
述
の
G
A
T
S
の
場
合
に
同
じ
く
、
第
一
〇
〇
a
条
お
よ
び
第
壬
二
五
条
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
E
C
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
　
排
他
的
権
限
は
生
じ
な
い
と
判
断
す
る
。

　
ω
　
E
C
と
構
成
国
と
の
協
力
義
務

　
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
「
意
見
」
は
、
W
T
O
の
枠
内
に
お
い
て
E
C
と
構
成
国
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
べ
き
か
ど
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

に
関
す
る
判
断
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

　
委
員
会
は
、
も
し
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
権
限
が
E
C
と
構
成
国
と
に
分
割
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
W
T
O
の
枠
内
に
お
い
て
、
E

C
と
構
成
国
間
の
意
見
の
対
立
、
お
よ
び
構
成
国
相
互
間
の
意
見
の
対
立
が
生
じ
、
E
C
全
体
と
し
て
の
交
渉
能
力
が
害
さ
れ
る
危
険
性

を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
E
C
裁
判
所
は
（
E
C
と
構
成
国
と
に
W
T
O
設
立
協
定
の
締
結
権
限
を
配
分
し
た
上
で
）
、
E
C
と
構
成
国
は

W
T
O
設
立
協
定
の
交
渉
、
締
結
お
よ
び
そ
の
執
行
に
関
し
、
緊
密
な
協
力
関
係
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
の
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

力
義
務
は
、
国
際
舞
台
に
お
け
る
共
同
体
の
団
結
し
た
行
動
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
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4
　
評
　
釈

　
①
　
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
E
C
裁
判
所
の

「
意
見
」
に
よ
っ
て
、
物
の
流
通
に
関
し
て
は
E
C
が
排
他
的
権
限
を
有
す
る
こ
と
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が
確
認
さ
れ
、
こ
の
「
物
」
の
中
に
は
、
農
産
物
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
の
対
象
と
な
る
産
品
も
含
ま
れ
る
こ
と
が

明
確
に
さ
れ
た
。
農
業
政
策
に
関
し
て
は
、
E
C
条
約
第
三
部
第
二
編
に
お
い
て
特
別
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
事
項
に
関
し
て
、
共
通
通
商
政
策
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
サ
ー
ビ
ス

に
関
し
て
は
（
や
は
り
共
通
通
商
政
策
と
は
独
立
し
た
「
編
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
）
、
基
本
的
に
は
、
共
通
通
商
政
策
の
対
象
の
範
囲
に

　
　
　
　
　
（
皿
）

は
含
ま
れ
な
い
。
両
者
の
違
い
は
、
第
三
国
か
ら
の
「
物
」
の
輸
出
入
に
関
し
、
E
C
は
構
成
国
間
に
共
通
の
関
税
率
を
採
用
し
て
い
る

点
に
求
め
ら
れ
る
（
関
税
同
盟
、
第
一
二
条
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
物
の
輸
出
入
に
関
し
第
三
国
と
協
定
を
締
結
す
る
権
限
を
構
成
国
に
残
し

て
お
く
こ
と
は
、
こ
の
関
税
同
盟
の
機
能
を
害
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
E
C
条
約
に
は
、
第
三
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
の
営
業
・

居
住
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
自
由
に
関
す
る
規
定
が
存
し
な
い
（
換
言
す
れ
ば
、
第
三
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
の
営
業
・
居
住
お
よ
び
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
の
自
由
の
保
障
は
E
C
の
目
的
で
は
な
い
）
こ
と
も
、
「
物
」
と
「
サ
ー
ビ
ス
」
と
の
異
な
る
扱
い
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
E
C
裁
判
所
は
経
済
の
発
展
に
応
じ
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
も
発
展
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
サ
ー
ビ
ス
が
共
通
通
商
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慨
）

策
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

　
⑭
　
E
C
裁
判
所
の
先
例
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
点
を
指
摘
し
え
よ
う
。

　
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
の
確
定
に
関
し
、
従
来
、
E
C
裁
判
所
は
、
権
限
の
性
質
、
国
際
協
定
の
目
的
、
ま
た
は
国
際
協
定
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

質
的
な
要
素
等
を
基
準
と
し
て
判
断
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
本
「
意
見
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
本
「
意
見
」
に
お
い

て
E
C
裁
判
所
は
、
「
物
品
の
貿
易
と
は
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
共
通
通
商
政
策
の
適
用
を
肯
定
す
る
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
て

　
（
拠
）

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ま
た
知
的
所
有
権
の
保
護
は
国
際
取
引
の
み
な
ら
ず
域
内
取
引
に
も
同
様
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
を
理
由
に
、
T
R
I
P
s
条
約
が
共

　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

通
通
商
政
策
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
が
、
域
内
取
引
に
影
響
を
及
ぼ
す
通
商
政
策
が
多
数
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

こ
の
理
由
に
は
問
題
が
あ
る
。
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さ
ら
に
、
E
C
裁
判
所
は
、
あ
る
事
項
（
例
え
ば
運
輸
サ
ー
ビ
ス
）
に
つ
い
て
、
共
通
通
商
政
策
に
関
す
る
規
定
と
は
異
な
る
規
定
が
E
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
62

C
条
約
内
に
あ
る
場
合
に
は
（
第
三
部
第
四
編
「
運
輸
」
）
、
共
通
通
商
政
策
に
関
す
る
規
定
は
適
用
は
さ
れ
な
い
と
判
断
す
る
。
も
っ
と
も

そ
の
場
合
で
も
、
あ
る
事
項
（
第
三
国
と
の
「
運
輸
サ
ー
ビ
ス
」
の
禁
止
）
が
共
通
通
商
政
策
上
の
措
置
（
第
三
国
に
対
す
る
物
の
輸
出
入
の
禁
止
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ロ

内
容
と
す
る
経
済
制
裁
）
に
不
可
分
に
関
連
す
る
場
合
に
関
し
て
は
、
共
通
通
商
政
策
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
最
初
の
点

に
関
し
、
E
C
裁
判
所
は
、
①
E
C
の
国
際
協
定
の
締
結
手
続
と
②
E
C
に
よ
る
国
内
法
の
調
整
手
続
が
異
な
る
場
合
、
前
者
を
通
じ
て

国
内
法
を
調
整
す
る
こ
と
は
、
後
者
の
手
続
に
反
す
る
た
め
、
認
め
ら
れ
な
い
（
従
っ
て
問
題
の
事
項
は
共
通
通
商
政
策
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
）

　
　
　
　
　
（
鵬
）

旨
を
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
あ
る
事
項
が
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
に
属
す
る
か
ど
う
か
は
、
主
と
し
て
、
E
C
が
排
他
的
な
権
限

を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
E
C
と
構
成
国
間
の
権
限
の
分
配
の
問
題
で
あ
る
が
、
他
方
、
共
通
通
商
政
策

上
の
手
続
に
よ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
他
の
手
続
に
よ
る
か
は
、
E
C
内
部
機
関
の
権
限
の
分
配
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
異
な

る
問
題
で
あ
る
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
協
定
の
締
結
手
続
と
国
内
法
の
調
整
手
続
の
主
た
る
相
違
点
は
、
前
者
に
お
い

て
は
理
事
会
に
よ
っ
て
特
定
多
数
決
で
議
決
さ
れ
、
欧
州
議
会
は
手
続
に
関
与
し
な
い
こ
と
に
対
し
（
第
二
三
条
お
よ
び
第
二
二
八
条
参
照
、

も
っ
と
も
第
二
二
八
a
条
は
、
欧
州
理
事
会
の
全
会
一
致
に
よ
る
議
決
お
よ
び
欧
州
議
会
の
手
続
へ
の
参
加
に
つ
い
て
定
め
る
）
、
後
者
に
お
い
て
は

欧
州
理
事
会
の
全
会
一
致
（
第
一
〇
〇
条
お
よ
び
第
壬
二
五
条
参
照
）
ま
た
は
特
定
多
数
決
（
第
一
〇
〇
a
条
参
照
）
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
、
欧

州
議
会
の
手
続
へ
の
参
加
は
原
則
的
で
あ
る
点
に
あ
る
。
適
切
な
手
続
の
選
択
に
誤
り
発
せ
ら
れ
た
法
規
は
無
効
確
認
訴
訟
（
第
一
七
三

条
）
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
E
C
裁
判
所
の
判
断
は
結
論
に
お
い
て
正
し
い
。
な
お
、
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
従
え
ば
、

あ
る
事
項
の
た
め
に
「
独
自
の
」
手
続
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
共
通
通
商
政
策
上
の
措
置
に
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
場
合
に
は
、
共
通
通
商
政
策
の
手
続
に
従
っ
て
制
定
し
う
る
と
い
っ
た
例
外
が
認
め
ら
れ
る
（
前
述
参
照
）
。

　
⑥
本
「
意
見
」
に
お
い
て
、
委
員
会
は
A
E
T
R
原
則
に
つ
い
て
補
足
的
に
触
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
争
点
は
、
W
T
O
設
立
協
定

の
趣
旨
・
内
容
と
E
C
条
約
（
お
よ
び
第
二
次
法
）
の
そ
れ
と
が
両
立
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
が
、
他
方
、
E
C
裁
判
所
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は
A
E
T
R
原
則
の
精
神
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
E
C
裁
判
所
は
、
E
C
が
対
内
的
な
権
限
を
行
使
し
、
域
内
に
お
い
て
構
成

国
の
制
度
が
調
整
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
①
対
外
的
な
権
限
が
拡
大
さ
れ
る
前
に
対
内
的
な
制
度
が
拡
充
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
逆
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
対
内
的
に
権
限
が
行
使
さ
れ
れ
ば
、
将
来
、
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
が
拡
大
し
う
る
こ

と
）
、
ま
た
②
国
際
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
E
C
法
を
発
展
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
構
成
国
の
法
制
度
を
統
一
・
調
整
す
る
手

続
に
従
っ
て
欧
州
統
合
を
内
面
か
ら
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
E
C
裁
判
所
は
「
意
見
」
＼
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伽
）

に
お
い
て
、
対
内
的
に
E
C
第
二
次
法
が
制
定
さ
れ
る
前
で
あ
っ
て
も
、
対
外
的
な
権
限
を
行
使
し
う
る
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
E
C
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
E
C
裁
判
所
は
今
回
の
「
意
見
」
に
お
い
て
明
言
し

　
　
（
㎜
）

て
い
る
。
E
C
裁
判
所
は
、
「
意
見
」
一
＼
お
の
右
の
判
断
を
覆
し
て
は
い
な
い
た
め
、
A
E
T
R
原
則
の
例
外
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
㈲
　
E
C
裁
判
所
は
、
W
T
O
の
枠
内
に
お
い
て
E
C
と
構
成
国
と
は
互
い
に
緊
密
に
協
力
し
あ
う
義
務
が
あ
る
旨
を
判
断
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
熾
）

が
、
そ
の
根
拠
に
は
先
例
を
引
用
し
、
共
同
体
の
国
際
舞
台
に
お
け
る
行
動
の
統
一
と
い
う
原
則
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

協
力
が
な
け
れ
ば
W
T
O
設
立
協
定
は
両
者
間
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
え
な
い
と
い
う
実
質
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
そ

の
他
の
基
本
諸
条
約
中
の
根
拠
と
し
て
、
構
成
国
の
E
C
に
対
す
る
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
（
第
五
条
）
、
ま
た
E
U
条
約
に
お
い
て
強
調
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

る
協
調
性
の
要
請
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
G
A
T
S
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
の
締
結
権
限
は
E
C
と
構
成
国
と
に
配
分
（
分
割
）
さ
れ
、
例
え

ば
T
R
I
P
s
条
約
に
関
し
て
は
、
①
偽
造
物
の
域
内
へ
の
流
通
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
は
E
C
が
権
限
を
有
し
、
②
そ
の
他
の
分
野

に
お
い
て
は
構
成
国
が
権
限
を
有
す
る
。
前
者
に
お
い
て
は
E
C
が
排
他
的
な
権
限
を
有
し
、
E
C
と
構
成
国
と
の
緊
密
な
協
力
義
務
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悩
）

存
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
協
力
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
E
C
裁
判
所
は
詳
細
に
判
断
し
て
い
な
い
。
な
お
、
「
意
見
」
ミ
8
に
お

い
て
、
委
員
会
は
、
構
成
国
は
E
C
の
利
益
の
た
め
に
の
み
行
動
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
E
C
裁
判
所
に
付
託
し
た
が
、
E
C

裁
判
所
の
判
断
は
そ
の
点
に
ま
で
及
ば
ず
、
E
C
お
よ
び
構
成
国
は
両
者
間
の
協
力
に
必
要
な
全
て
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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（
鵬
）

と
判
断
し
た
の
み
で
あ
る
。
今
回
の
「
意
見
」
に
お
い
て
も
、
構
成
国
は
E
C
の
利
益
に
反
し
て
行
動
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
触

れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
は
否
定
的
に
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
E
C
と
構
成
国
と
が
権
限
を
有
す
る
場
合
に
は
、
両
者
間
の
行
動
の
相
違
の
み
な
ら
ず
、
構
成
国
相
互
間
の
行
動
の
相
違
と
い

う
問
題
も
生
じ
る
が
、
E
C
裁
判
所
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
J
2
条
第
三
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

に
よ
れ
ば
、
構
成
国
は
共
同
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
国
際
協
定
と
E
C
条
約
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
「
意
見
」
手
続
の
枠
内
に
お
い
て
、
E
C
裁
判
所
が
右
に
挙
げ
た
義
務
に
つ

い
て
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
（
そ
の
意
味
で
、
同
義
務
の
法
的
な
正
当
性
な
い
し
法
的
な
効
力
が
問
わ

れ
る
）
、
構
成
国
は
E
C
の
交
渉
能
力
の
重
要
性
に
つ
い
て
十
分
認
識
し
て
お
り
、
W
T
O
の
枠
内
に
お
い
て
、
E
C
と
構
成
国
と
の
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慨
）

力
関
係
は
政
治
的
に
は
問
題
な
い
と
い
え
る
。
同
義
務
の
観
点
か
ら
、
両
者
が
統
一
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
条
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

の
締
結
権
限
が
E
C
ま
た
は
構
成
国
の
何
れ
に
属
す
る
か
ど
う
か
は
、
第
三
国
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

　
⑥
本
「
意
見
」
は
、
主
と
し
て
、
先
例
に
お
け
る
判
断
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
ま
た
そ
の
内
容
を
明
確
に
す
る
一
方
で
、
先
例
で
は

扱
わ
れ
な
か
っ
た
事
項
（
G
A
T
S
お
よ
び
T
R
I
P
s
条
約
等
）
に
つ
い
て
も
判
断
を
下
し
て
お
り
、
本
「
意
見
」
に
は
E
C
と
構
成
国
と
の

権
限
の
分
配
に
関
す
る
新
た
な
発
展
が
見
い
だ
せ
る
。
な
お
、
本
「
意
見
」
に
お
い
て
E
C
裁
判
所
は
、
先
例
に
お
け
る
判
断
を
厳
格
に

　
　
（
恥
）

解
釈
し
、
そ
の
結
果
、
欧
州
統
合
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
後
に
お
い
て
、
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㍑
）

別
的
権
限
の
原
則
・
補
完
性
原
則
（
第
三
b
条
参
照
）
お
よ
び
構
成
国
の
独
自
性
（
マ
条
約
第
F
条
第
一
項
）
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
本
「
意
見
」

手
続
に
お
い
て
は
、
構
成
八
力
国
（
注
四
六
参
照
）
が
E
C
の
排
他
的
権
限
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
驚
く
に
値
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
…
…
）

な
い
」
と
の
評
釈
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果
を
E
C
裁
判
所
は
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
ど
う
で
あ
れ
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

E
C
裁
判
所
は
先
例
を
正
し
く
解
釈
し
た
、
公
正
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。
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（
1
）
　
E
E
C
条
約
に
お
い
て
「
通
商
政
策
」
は
第
三
部
第
二
編
第
四
章
（
第
↓
一
〇
条
な
い
し
第
一
一
六
条
）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現

　
在
E
C
条
約
に
お
い
て
は
、
独
立
の
「
編
」
に
お
い
て
、
ま
た
「
通
商
政
策
」
に
「
共
通
」
の
語
が
加
わ
り
、
「
共
通
通
商
政
策
」
と
し
て
第
三
部
第

　
七
編
（
第
一
一
〇
条
な
い
し
第
二
五
条
）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
E
E
C
条
約
の
下
で
E
E
C
の
通
商
政
策
は
、
過
渡
期
間
（
E
E
C
条

　
約
第
八
条
お
よ
び
E
C
条
約
第
七
条
参
照
）
を
通
し
て
段
階
的
に
調
整
さ
れ
る
形
態
を
と
っ
て
い
た
が
、
同
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
E
C

　
条
約
に
お
い
て
は
第
一
↓
一
条
、
第
二
二
条
、
第
↓
一
四
条
お
よ
び
第
二
六
条
が
削
除
さ
れ
、
ま
た
第
↓
二
二
条
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
第
一
一
〇
条
内
の
目
標
は
法
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
。
⊂
拝
号
ω
国
仁
O
国
〈
ひ
』
・
o
・
一
℃
閃
鉾
＝
ミ
o。
ρ

　
U
費
げ
①
。
ミ
頃
N
＞
問
轟
嘗
2
旨
固
⊆
の
『
m
隔
①
P
曽
叩
お
o
。
ど
の
」
8
只
＝
お
）
’
学
説
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
り
ζ
ε
一
〇
7
ε
9
斜
営
ト
雪
N
（
＝
お
叩
y

　
国
Ω
＜
自
○
奪
ヨ
①
巨
ゆ
さ
＞
昌
」
一
ρ
即
飢
霞
●
。。
D

（
3
）
　
「
共
通
」
の
概
念
は
、
基
本
諸
条
約
内
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
関
税
同
盟
（
第
九
条
）
に
お
け
る
共
通
関
税
（
第
↓
九
条
）
ま
た
は
共

　
通
農
業
政
策
（
第
三
九
条
）
に
お
け
る
「
共
通
」
政
策
に
お
い
て
は
、
共
通
通
商
政
策
の
場
合
に
同
じ
く
、
E
C
に
基
本
的
な
権
限
が
属
す
る
。
他

　
方
、
E
U
条
約
第
五
部
（
共
通
外
交
・
安
全
保
障
政
策
）
に
お
い
て
は
、
構
成
国
に
基
本
的
な
権
限
が
属
し
、
委
員
会
に
は
発
議
権
が
な
い
。

（
4
）
＜
㎎
一
●
日
蟹
＝
零
H
げ
。
す
曽
．
鉾
P
＜
。
り
げ
①
5
≧
二
。
。
－
一
一
ρ
臣
壁
ド

（
5
）
Ω
器
。
算
①
巳
＼
刈
ご
①
ω
曽
畠
＜
9
一
ご
一
」
。
刈
ひ
矯
一
。
琶
艮
。
器
p
ω
一
⑳
」
霧
”
ω
」
。・
㎝
㎝
（
一
。・
①
。

・
5
旧
身
。
α
①
ω
曽
畠
＜
」
㎝
●
一
ド

§
ρ
即
の
医
＼
刈
ρ
u
。
琴
犀
①
暑
。
算
①
”
ω
一
α
q
●
§
ρ
ω
」
㊤
貰
一
。
ω
①
3
る
器
。
げ
8
巳
＼
刈
。
・
α
①
ω
曽
畠
＜
●
“
」
。
●
§
。
一
H
幕
3
匿
。
邑
－

①
の
影
葺
ざ
基
9
昆
と
げ
①
邑
爵
。
ヨ
ヨ
Φ
p
ω
一
σ
q
。
§
P
の
』
。。
目
（
鱒
。
一
。
）
●

（
6
）
　
例
え
ば
外
交
政
策
（
第
二
二
一
二
条
）
ま
た
は
一
九
九
〇
年
ま
で
効
力
を
有
し
た
ド
イ
ッ
の
分
割
に
関
す
る
規
定
を
挙
げ
ら
れ
る
。

（
7
）
　
第
三
a
条
第
一
項
、
第
一
〇
二
a
条
、
第
一
〇
三
条
お
よ
び
第
一
四
五
条
参
照
。
一
般
的
な
経
済
政
策
は
共
通
の
利
益
に
関
わ
る
事
項
と
さ
れ
、

　
E
C
は
構
成
国
の
経
済
政
策
を
調
整
す
る
権
限
の
み
有
す
る
。

（
8
）
　
E
C
条
約
は
新
た
に
、
開
発
途
上
国
の
発
展
に
関
す
る
協
力
（
第
一
三
〇
u
条
以
下
）
に
つ
い
て
定
め
る
。

（
9
）
斎
一
る
薯
餌
9
薯
ぎ
巳
＼
。
＆
①
昌
乙
謡
＜
。
日
一
㎝
」
ご
裟
｝
臣
葭
」
。
9

（
1
0
）
　
も
っ
と
も
構
成
国
は
、
E
C
に
委
譲
し
た
対
外
関
係
以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
、
国
際
的
に
共
同
し
て
行
動
す
る
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
構
成
国
は
、
E
C
の
権
限
を
拡
大
す
る
形
で
は
な
い
が
、
特
別
な
国
際
協
力
制
度
（
す
な
わ
ち
欧
州
政
治
協
力
E
P
C
）
を
確
立
し
て
い

　
る
。
同
制
度
は
単
一
欧
州
議
定
書
第
三
部
に
よ
っ
て
初
め
て
E
C
第
一
次
法
内
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
E
E
C
条
約
の
中
へ
導
入
す

　
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
た
（
単
一
欧
州
議
定
書
第
三
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
二
条
参
照
）
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
同
制
度
を
共
通
外
交
・
安
全
保
障
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政
策
と
し
て
、
E
U
の
基
本
的
枠
組
み
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
る
が
（
第
B
条
お
よ
び
第
J
条
参
照
）
、
こ
こ
で
も
や
は
り
E
C
お
よ
び
E
C
条
約

　
と
は
独
立
し
た
政
策
で
あ
る
。
缶
一
霞
自
お
ト
＞
窃
類
賢
け
蒔
雷
＞
9
久
国
お
σ
q
．
y
国
員
o
鼠
δ
魯
Φ
勺
巳
三
零
ぎ
N
仁
鍔
ヨ
ヨ
雪
胃
げ
①
濤
（
国
℃
N
）

　
暫
亀
号
3
≦
品
き
Φ
冒
霞
O
Φ
ヨ
o
一
口
跨
ヨ
雪
＞
島
器
㌣
仁
区
腔
魯
①
浮
巴
け
8
0
鐸
涛
（
O
＞
Oo
℃
y
一
3
介
ω
8
鼻
ま
た
辰
巳
浅
嗣
「
加
盟
国
の

外
交
政
策
統
合
へ
の
努
カ
ー
政
治
協
力
（
E
P
C
）
」
、
金
丸
輝
男
編
・
E
C
欧
州
統
合
の
現
在
（
一
九
八
七
年
）
創
元
社
、
二
〇
四
頁
以
下
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。

（
n
）
　
同
協
定
に
つ
い
て
、
小
室
程
夫
・
E
C
通
商
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
保
護
貿
易
主
義
の
構
造
i
東
洋
経
済
新
報
社
（
一
九
八
八

年
）
一
六
六
頁
以
下
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
2
）
　
経
済
政
策
に
関
す
る
規
定
（
第
三
部
第
六
編
第
一
章
、
第
一
〇
二
a
条
以
下
）
は
、
構
成
国
は
「
自
ら
の
」
経
済
政
策
を
調
整
す
る
旨
を
定
め

　
て
い
る
。

（
1
3
）
　
＜
σ
q
一
●
0
5
零
算
曾
一
ミ
o
。
傷
霧
国
仁
O
炉
鉾
鉾
9
E
C
が
共
通
通
商
政
策
（
第
二
三
条
）
の
範
囲
内
で
権
限
を
有
す
る
か
い
な
か
に
関
す

　
る
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
、
例
え
ば
経
済
制
裁
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
＝
一
零
鍔
く
笹
・
切
霧
o
巨
島
α
霧
国
仁
Ω
＝
＜
，
8
』
レ
紹
♪
寓
接
a
o
巳
①
㌣

　
国
ヨ
げ
胃
α
q
p
国
。
●
O
ム
8
＼
O
♪
ω
一
α
q
」
。
漣
一
あ
●
ω
O
o。
＝
や

（
14
）
　
寓
一
霞
目
薦
一
・
O
暑
霞
ヨ
9
戸
国
ξ
8
畦
0
9
“
一
〇
〇
ど
国
α
⇒
卜
嵩
O
ド

（
1
5
）
　
同
協
定
に
関
し
、
谷
口
豊
「
W
T
O
の
発
足
」
法
教
一
七
四
号
二
頁
以
下
参
照
。

（
1
6
）
　
E
E
C
条
約
の
下
で
は
、
第
二
二
八
条
第
一
項
に
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
同
規
定
と
E
C
条
約
第
二
二
八
条
第
六
項
と
は
同
趣
旨
で
あ
る
。
後

　
者
の
訳
文
は
、
本
文
中
の
六
一
二
頁
に
記
載
し
て
あ
る
。

（
1
7
）
　
O
暮
跨
算
雷
一
＼
漣
山
8
国
仁
O
＝
＜
o
ヨ
一
9
＝
，
一
8
合

（
1
8
）
　
も
っ
と
も
、
共
通
通
商
政
策
に
重
要
な
規
定
は
、
第
三
部
第
七
編
（
第
二
〇
条
以
下
）
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
に
、
前
文
（
O
●
＞
ぴ
。
。
砂
）
、
第
三
条

　
（
年
ぴ
）
、
第
七
三
9
条
、
第
二
二
四
条
、
第
二
二
五
条
、
第
二
二
八
条
お
よ
び
第
二
二
八
a
条
が
重
要
な
規
定
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
第
一
二
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
ω
共
通
通
商
政
策
は
統
一
さ
れ
た
原
則
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
。
同
政
策
は
、
特
に
関
税
率
の
変
更
、
関
税
お
よ
び
貿
易
協
定
の
締
結
、
自
由
化

　
措
置
の
統
一
、
輸
出
政
策
お
よ
び
例
え
ば
ダ
ン
ピ
ン
グ
お
よ
び
国
家
補
助
金
な
ど
の
通
商
政
策
上
の
保
護
措
置
に
適
用
さ
れ
る
。

　
㈹
委
員
会
は
理
事
会
に
共
通
通
商
政
策
の
履
行
に
つ
い
て
提
案
す
る
。

　
㈹
一
ま
た
は
複
数
の
国
あ
る
い
は
国
際
機
構
と
協
定
に
つ
い
て
協
議
す
る
場
合
、
委
員
会
は
理
事
会
に
勧
告
を
な
す
。
理
事
会
は
委
員
会
に
必
要
な
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交
渉
を
行
う
権
限
を
与
え
る
。

　
委
員
会
は
、
そ
の
職
務
を
補
佐
す
る
た
め
に
理
事
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
特
別
委
員
会
と
協
議
し
、

則
に
従
っ
て
交
渉
を
行
う
。

　
第
二
二
八
条
内
の
関
連
す
る
規
定
は
適
用
さ
れ
る
。

㈲
理
事
会
は
本
条
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
を
特
定
多
数
決
で
議
決
す
る
。

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

　
蝉
’
鱒

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）Ω

仁
鼠
o
算
①
ロ
一
＼
刈
Q
o
α
①
ω
国
⊆
O
国
鴇
餌

一
㊤
Q
o
ρ
＞
昌
。

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
31
）

（
3
2
）

（
3
3
）

理
事
会
が
委
員
会
の
た
め
に
定
め
う
る
規

O
仁
欝
o
算
o
づ
一
＼
↓
o
o
α
窃
国
仁
O
出
”
曽
。
鉾
○
‘
即
α
昌
き
＆
ー

H
げ
一
自
⑪
H
昌
国
匹
］
口
弓
●
㎝
①
。

一
び
箆
①
ヨ
一
ー
目
Φ
8
ぴ
即
α
ξ
ひ
9

d
旨
」
霧
曽
Ω
＝
＜
◆
G。
一
，
G。
」
。
β
評
曾
旨
＼
刈
ρ
＞
国
目
塑
ω
一
σ
q
」
。
芦
ω
●
困
G
。
｝
勾
含
胃
●
嵩
＼
一
㊤
’
霞
①
嵩
仁
く
σ
q
一
’
豊
。
『
○
薯
貧
ヨ
曽
p

’
○
こ
即
α
⇒
磐
一
①
ホ
ら
や

＜
σ
q
一
。
Ω
暮
8
算
Φ
⇒
鱒
＼
O
一
号
ω
国
⊆
Ω
＝
＜
。
一
〇
・
G。
。
一
8
G。
矯
＞
ω
一
」
8
Q
。
O
一
〇
P
ω
」
。
即
q
胃
。
㊤
や

く
α
q
一
。
¢
旨
●
α
①
の
曽
O
国
＜
」
鱒
．
刈
」
㊤
刈
ω
あ
一
の
」
。
刈
G。
”
。。
。
＝
腎
（
。
。
。。
）
。

O
署
霞
ヨ
嘗
戸
費
鉾
○
こ
閃
α
葭
」
刈
。
ド

＜
㎎
一
●
＜
’
曽
●
Ω
仁
鼠
。
算
。
巳
＼
刈
q
α
①
の
曽
Ω
コ
鉾
鉾
○
こ
ω
●
ま
ω
’
＜
の
一
。
山
仁
魯
9
“
α
。
ω
曽
Ω
国
勇
ω
。
合
＼
刈
9
鉾
鉾
○
こ
ω
」
§
鯵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
費
○
こ
の
』
曽
9
鼠
8
旨
⊆
茜
一
。
ゆ
仁
魯
＜
＆
α
霞
し
目
Ω
鍔
げ
一
N
（
国
お
σ
q
。
y
民
o
ヨ
旨
自
≦
Ω
ダ
ω
鼠
昌
α

　
　
　
一
一
ω
即
算
即
9
鉾
＜
9
ω
o
α
q
量
昌
身
＼
Z
。
ぎ
ω
9
①
営
扇
＆
≦
一
8
ω
」
。
ρ
＆
①
や

く
の
一
’
9
虻
α
①
ω
曽
O
頃
＜
』
9
鱒
誌
㎝
勇
ω
。
①
ω
＼
刈
合
o
且
の
ξ
＼
巨
一
ε
8
畠
N
一
g
巴
ρ
ω
一
の
●
お
謡
矯
ω
』
。。
一
（
b
。
⑩
一
）
・

農
産
物
に
関
し
、
小
室
・
前
掲
書
、
二
六
七
頁
注
一
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＜
⑩
一
9
＜
Φ
ま
①
さ
卑
費
○
こ
≧
一
」
一
。
。
扇
α
員
。
。
。
ω
扇
品
α
讐
身
＼
Z
。
g
霧
。
げ
①
一
β
鉾
餌
●
○
こ
畠
9

＜
σ
q
一
。
弓
」
≦
包
一
①
吋
－
一
げ
o
一
9
鉾
Φ
。
O
こ
訪
旨
■
一
一
〇
。
珊
即
9
⇒
吋
●
①
津
O
℃
℃
霞
ヨ
魯
P
帥
●
鉾
○
こ
閃
侮
葭
」
β
O
騰
や

＜
α
q
一
。
＜
①
ま
。
ぴ
曽
』
●
○
‘
＞
旨
」
一
。
。
℃
閃
身
卜
G。
㎝
●

＜
覧
・
d
拝
α
霧
国
＝
Ω
声
国
の
』
ミ
刈
ρ
＞
国
↓
劉
勾
戸
お
ミ
9
Ω
5
8
窪
雪
一
＼
黍
q
霧
国
⊆
Ω
舅
鉾
鉾
○
；
ω
る
脇
ス
同
「
意
見
」
に
お

　
い
て
E
C
裁
判
所
は
運
輸
政
策
の
分
野
の
特
別
な
規
定
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
）
。

（
34

）
　
＜
α
q
『
目
」
≦
包
一
の
7
一
σ
0
5
鳩
帥
。
餌
。
○
こ
＞
昌
」
一
〇〇
℃
即
α
葭
」
“
｛
や
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（
35
）
　
一
げ
崔
①
日
即
α
昌
戸
器
搾

（
3
6
）
ω
“
諄
ヌ
①
暑
曽
守
。
」
⑩
の
曽
O
＝
〈
．
㎝
●
㎝
」
。
。
。
ど
諄
。
。。
。
ミ
刈
P
ω
Φ
＆
の
魯
Φ
邑
・
国
浮
讐
琶
α
q
の
ヨ
鋤
穿
ぎ
ヨ
Φ
F
ω
一
σ
q
●
一
。
。。
一
一
ω
●
一
。
窃

（
3
7
）
　
Ω
暮
霧
算
雪
一
＼
謡
畠
①
の
国
g
O
＝
℃
鉾
角
●
O
こ
ω
」
ω
①
oo
や

（
3
8
）
　
＜
巴
。
d
拝
匹
雷
国
‘
O
P
国
幹
占
＼
お
℃
鉾
鉾
○
こ
国
号
ヲ
o
。
一
＼
巽
旧
Ω
三
8
算
雪
ミ
曽
α
8
’
国
仁
Ω
員
費
P
O
‘
国
α
霞
●
雪
く
笹
9

＝
毘
ぼ
o
暮
霞
＼
国
①
箸
お
①
p
Z
q
譲
一
。
o。
。
」
。。
。。
竃
や

（
3
9
）
　
＜
笹
・
O
℃
b
霞
ヨ
き
P
即
α
霞
」
お
＝
や

　
　
第
一
一
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
ω
こ
の
条
約
に
調
和
し
た
形
態
で
構
成
国
が
講
じ
る
通
商
政
策
上
の
措
置
の
実
施
が
、
貿
易
の
転
換
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

　
ま
た
は
こ
れ
ら
の
措
置
の
相
違
に
よ
っ
て
一
ま
た
は
複
数
の
国
に
経
済
的
な
困
難
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
委
員
会
は
構
成
国
の
協
力
に
関
し
て
必
要

　
な
措
置
を
勧
告
す
る
。
第
二
文
省
略
。

　
　
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
省
略
。

　
　
な
お
第
一
一
五
条
は
、
過
渡
期
間
の
経
過
後
に
適
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
時
的
な
制
限
に
服
さ
ず
適
用
さ
れ
る
。

（
4
0
）
　
注
三
二
に
挙
げ
た
判
例
お
よ
び
「
意
見
」
参
照
。
E
E
C
の
設
立
以
前
か
ら
存
在
す
る
構
成
国
の
通
商
政
策
上
の
国
際
協
定
は
、
共
通
通
商
政

　
策
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
定
期
的
に
更
新
さ
れ
て
い
る
。
＝
一
零
目
く
喰
。
＞
雰
ω
9
霞
国
暮
零
7
①
o
。
＼
お
“
α
8
即
讐
窃
＜
」
9
旨
」
霧
P
卜
匹
●

Z
『
。
■
器
ρ
ω
‘
G。
。
搾
島
⑪
穿
一
の
9
。
㊤
一
＼
㎝
。
P
＞
ω
一
●
一
8
一
Z
『
9
■
曽
鈍
ω
。
o。
竃
や

（
4
1
）
　
〇
三
碧
算
雪
b
o
＼
O
一
α
o
の
国
仁
O
鼻
鉾
鉾
O
こ
即
α
昌
壇
」
9

（
4
2
）
　
〇
三
曽
号
8
ロ
ミ
O
一
α
①
o
。
国
仁
O
国
噛
帥
。
鉾
○
こ
即
α
琴
’
0
9

（
4
3
）
9
』
鼠
o
算
8
一
＼
漣
号
の
国
仁
Ω
＝
＜
●
一
9
二
」
O
O
“
．

（
4
4
）
　
W
T
O
設
立
協
定
に
関
す
る
E
C
に
よ
る
作
成
さ
れ
た
資
料
と
し
て
、
内
o
ヨ
ヨ
一
ω
巴
9
儀
霞
国
ξ
8
讐
ω
3
雪
O
①
ヨ
Φ
一
房
3
鑑
富
P
q
歪
－

　
σ
q
轟
短
劇
仁
巳
9
9
0
げ
巴
①
ω
d
げ
霞
①
一
爵
o
ヨ
B
豊
－
O
一
〇
げ
巴
①
＜
o
詳
①
一
一
9
一
仁
×
①
ヨ
ど
茜
」
O
曽
●

（
4
5
）
　
＜
α
q
ピ
Ω
暮
霧
算
雪
一
＼
O
♪
¢
●
鉾
○
こ
ω
」
山
ど
国
含
卜
爲
や

（
4
6
）
　
英
連
合
王
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ド
イ
ツ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
の
八
力
国
で
あ
る
。
な
お
当

　
時
E
C
は
一
ニ
カ
国
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。

（
4
7
）
　
理
事
会
は
、
自
ら
を
構
成
国
の
利
益
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
第
一
四
六
条
参
照
。
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（
4
8
）
　
そ
れ
と
共
に
E
E
C
は
G
A
T
T
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
三
四
条
参
照
。
＜
堕
ー
d
辱
α
霧
国
仁
O
寓
＜
。
旨
●
一
N
●
謡
鳩
即
¢

　
曽
＼
認
ヒ
●
鱒
こ
一
鼻
o
旨
讐
陣
g
巴
宰
巳
一
＼
汐
o
身
ζ
の
9
碧
あ
蒔
」
O
認
」
曽
O
（
一
鱒
曽
）
旧
¢
㌧
θ
」
o
の
国
仁
O
＝
＜
」
①
●
o
。
●
o。
o
。
℃
勾
の
。
卜
。
雪
＼
o
。
一
F

ゆ
こ
＞
ヨ
巨
巳
弩
舘
一
9
＆
①
一
一
①
固
口
讐
N
＼
鴇
一
Φ
＆
ω
＞
匡
あ
一
α
q
」
。
。。
。。
や
。。
。
ど
。。
鱒
。
（
即
身
吋
」
㊤
）
●

（
4
9
）
　
＜
肥
9
①
σ
巧
ゆ
⊂
き
α
①
の
国
二
Ω
昂
即
の
』
①
↓
＼
o
。
一
F
曽
こ
P
P
O
こ
即
α
霞
」
S

（
5
0
）
＜
α
q
一
も
①
§
の
ヨ
彗
P
票
①
国
国
O
霧
四
Ω
＞
目
↓
ζ
Φ
ヨ
げ
①
7
［
謂
巴
8
注
一
。
訂
げ
①
ヨ
①
雪
Ω
＞
目
一
署
四
＆
国
ξ
o
冨
曽
O
o
ヨ
ヨ
肇
一
－

受
冨
ヨ
一
員
臣
一
捨
岳
8
房
仁
D
℃
①
§
の
ヨ
Φ
暮
（
田
ω
㎎
。
y
望
。
国
弩
8
①
睾
O
。
g
ヨ
仁
巳
昌
壁
α
甚
①
O
＞
目
8
困
仁
語
胃
F
u
①
＜
⑪
マ

　
一
①
5
一
〇
〇
。
ρ
ω
。
器
零
（
o。
＝
｛
ー
）
●

（
51
）
　
厳
密
に
い
え
ば
、
E
C
は
G
A
T
T
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
た
め
、
E
C
は
構
成
国
の
G
A
T
T
締
約
国
と
し
て
の
地
位
を
代
替
な
い
し
承
継

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
構
成
国
を
代
表
す
る
唯
一
の
G
A
T
T
当
事
者
と
し
て
の
E
C
の
地
位
は
、
G
A
T
T
の
規
定
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
、

　
（
こ
れ
は
E
C
に
よ
る
構
成
国
の
地
位
の
形
式
的
な
代
替
と
い
う
理
由
か
ら
G
A
T
T
の
規
定
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

　
た
め
で
あ
る
）
、
そ
の
他
の
G
A
T
T
当
事
国
か
ら
事
実
上
承
認
さ
れ
て
き
た
。
新
た
に
W
T
O
設
立
協
定
を
起
草
す
る
際
に
は
こ
の
点
に
関
す
る

　
規
定
が
改
め
ら
れ
、
E
C
の
W
T
O
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
地
位
が
明
文
で
認
め
ら
れ
て
い
る
（
第
一
四
条
参
照
）
。
＜
⑳
一
，
窪
魯
鈷
房
①
P
国
＆
≦

　
一
〇
〇
♪
o。
o。
o
。
塊
や
（
G。
①
G。
）
9

（
52
）
　
例
え
ば
E
E
C
は
東
京
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
、
共
通
通
商
政
策
に
関
す
る
協
定
を
構
成
国
に
代
わ
り
単
独
で
締
結
し
て
い
る
。
小
室
・
前
掲
書
、

　
二
六
七
頁
注
一
二
参
照
。
＜
α
q
一
●
2
3
目
ζ
巳
一
①
マ
冒
巳
α
届
如
・
○
‘
＞
拝
に
o。
”
国
α
霞
●
器
．

（
5
3
）
鵠
一
霞
豊
＜
α
q
一
、
国
＆
≦
一
8
♪
o。
譲
馬
’

（
5
4
）
＜
屯
．
O
暮
8
耳
窪
一
＼
濾
α
①
ω
国
⊆
Q
鍔
餌
。
鉾
○
こ
即
α
霞
．
竃
や

（
5
5
）
　
委
員
会
よ
り
提
案
さ
れ
た
O
o
号
9
0
8
身
9
は
一
房
こ
①
d
ω
ギ
＆
ρ
器
あ
①
讐
①
ヨ
げ
霞
お
漣
●
に
掲
載
さ
れ
て
あ
る
。
同
O
o
号
は
構

　
成
国
の
独
自
の
行
動
を
限
定
的
に
認
め
る
。

（
5
6
）

（
5
7
）

（
5
8
）

（
5
9
）

（
6
0
）

そ
の
た
め
に
、
E
C
裁
判
所
の
判
断
に
は
矛
盾
点
が
存
す
る
と
ω
2
お
8
す
O
ζ
い
閃
①
＜
」
0
3
㌔
密
雰
（
ミ
①
）
は
指
摘
す
る
。

E
C
裁
判
所
手
続
規
則
（
＞
国
」
8
一
Z
弊
一
一
お
ミ
）
第
一
〇
七
条
お
よ
び
第
一
〇
八
条
第
二
項
参
照
。

E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
の
将
来
に
お
け
る
重
要
性
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
充
実
し
た
手
続
が
必
要
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

Ω
5
霧
鐸
雪
一
＼
誤
α
①
の
国
⊆
Q
界
鉾
ゆ
，
O
こ
oQ
●
一
〇。
①
H

Q
暮
霧
耳
雪
一
＼
謡
α
①
の
国
o
Ω
馬
鉾
四
●
○
こ
oD
」
o。
①
O
。
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（
61

）
　
O
暮
8
鐸
雪
一
＼
O
一
α
①
ω
国
¢
Ω
＝
”
ゆ
●
鉾
O
こ
即
α
⇒
ド
ニ
や
く
笹
。
の
仁
3
2
窪
譲
卑
包
一
〇
ζ
い
即
①
ぐ
。
一
8
僧
二
〇〇
㎝
庸
●
（
一
一
〇
〇
㌦
や
）
。

（
62

）
　
＜
⑳
ピ
即
0
9
営
σ
q
①
さ
嘗
”
［
①
目
（
鵠
お
σ
q
●
y
国
O
＜
－
因
o
ヨ
ヨ
①
艮
餌
さ
一
〇
〇
♪
＞
昌
。
認
o
o
｝
閃
戸
一
〇〇
。

（
6
3
）
O
仁
鼠
畠
8
巳
＼
漣
α
窃
曽
O
国
卑
卑
’
O
こ
即
身
吋
」
ド

（
64

）
　
O
暮
舘
耳
o
⇒
一
＼
漣
α
窃
国
ζ
O
瞑
。
費
鉾
O
こ
閑
α
昌
さ
一
9
＜
鴨
。
ゆ
仁
号
O
暮
霧
算
雪
一
＼
謡
画
霧
国
仁
Ω
国
一
P
鉾
○
こ
ψ
属
臼
．
な
お
、

　
Ω
三
霧
算
雪
ミ
雲
（
＞
匹
」
O
漣
Z
吋
。
O
一
虞
℃
ψ
o
。
●
）
に
お
い
て
は
、
全
く
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
「
検
討
さ
れ
て
い
る
協

　
定
」
と
し
て
E
C
裁
判
所
に
「
意
見
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
5
）
ω
け
●
評
ヌ
邑
」
房
σ
。
Ω
5
帥
。
ぎ
巳
＼
謡
α
霧
曽
o
員
鉾
ゆ
ゆ
○
こ
ω
●
一
。。
①
。
る
暮
8
げ
雪
一
＼
刈
。
。
α
①
の
曽
o
耳
p
鉾
○
こ
寄
．
。。
ρ

　
Ω
5
跨
田
魯
鱒
＼
O
一
師
①
の
国
仁
O
国
鉾
p
O
こ
勾
亀
鳶
」
。

（
6
6
）
＜
m
一
●
ω
。
ぎ
①
一
§
＼
＝
§
幕
り
｝
国
弩
。
冨
§
星
一
㊤
。
ω
℃
“
’
＞
仁
自
こ
ω
」
鐸
ω
①
色
①
『
＼
切
一
①
げ
。
『
＼
勺
算
。
3
＼
ω
霞
①
芦
u
一
①
国
霞
。
冨
一
－

零
ぎ
d
巳
9
口
O
O
♪
“
．
＞
亀
一
‘
ω
6
8
。
E
C
裁
判
所
は
欧
州
経
済
地
域
（
E
E
A
）
条
約
が
E
E
C
条
約
に
抵
触
す
る
旨
を
判
断
し
た
（
Ω
⊆
鼠
9
－

　
け
雪
く
曽
畠
霧
国
ζ
Ω
＝
〈
」
“
。
旨
」
8
ど
の
碍
」
8
一
℃
7
8
お
9
＜
勉
る
箸
曽
即
α
胃
」
ρ
F
3
悔
鴨
。
）
。
E
C
裁
判
所
の
こ
の
判
断
を
考
慮
し
て

　
同
条
約
は
修
正
さ
れ
、
E
C
裁
判
所
は
「
意
見
」
一
＼
O
卜
。
（
費
鉾
O
●
）
に
お
い
て
、
同
修
正
条
約
は
E
E
C
条
約
に
抵
触
し
な
い
旨
を
判
断
し
て
い
る
。

（（（（（（（（（（（（78　77　76　75　74　73　72　71　70　69　68　67

））））））））））））
O
“
鈴
山
O
ゲ
8
昌
一
＼
O
斜
α
①
の
国
＝
O
缶

一
亘
α
●

一
げ
箆
。

H
び
一
α
・

一
げ
置
。

一
げ
一
α
●

一
げ
こ
・

一
亘
α
●

即
α
昌
7

男
傷
づ
り
●

即
島
コ
ぴ

即
α
昌
き

即
傷
口
周
●

即
α
ロ
響

国
α
口
罫

卜o

O
●

曽
、

曽
’

㎝
Qo

。
O
o
o
●

刈
一
●

一
〇
㎝
．

鎖
・
鉾
○
こ
勾
側
昌
5
qQ
幽

Q
暮
餌
o
プ
け
①
コ
一
＼
お
傷
①
ω
国
仁
Ω
国
”
鉾
鉾
○
。

d
旨
●
α
霧
国
目
O
＝
｝
国
ω
。
旨
＼
刈
O
博
m
鉾
O
。

〇
三
四
〇
騨
①
昌
一
＼
漣
α
①
の
国
仁
O
缶
｝
鉾
m
O
こ
閃
α
ロ
異

こ
の
点
に
関
し
て
、
小
室
・
前
掲
書
一
七
三
頁
参
照
。

卜o

一
。
＜
の
一
’
的
信
0
7
0
⊆
鼠
o
算
o
昌
一
＼
謡
α
o
の
国
⊆
O
＝
鉾
費
0
9
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（
7
9
）
　
○
質
巳
9
一
＼
お
の
審
査
の
対
象
で
あ
る
国
際
天
然
ゴ
ム
協
定
は
、
世
界
市
場
に
お
け
る
天
然
ゴ
ム
の
需
給
調
整
と
価
格
の
安
定
化
を
目
的
と

　
す
る
制
度
を
設
け
て
い
る
が
、
E
C
裁
判
所
は
、
同
制
度
は
協
定
の
本
質
的
な
要
素
に
該
当
し
、
そ
の
運
営
費
用
は
協
定
の
単
な
る
運
営
費
用
と
は

　
異
な
る
と
判
断
し
て
い
る
（
ω
』
o
。
置
）
。
こ
の
点
に
つ
き
、
小
室
・
前
掲
書
、
一
七
二
頁
参
照
。

（
8
0
）
　
Ω
仁
鼠
o
算
曾
一
＼
漣
留
。
D
国
⊆
O
国
る
。
鉾
O
●
｝
閃
O
霞
。
器
。
こ
こ
で
は
、
E
C
が
農
産
物
に
関
す
る
国
際
協
定
の
締
結
権
限
を
有
す
る
こ
と
に

　
関
し
て
は
問
題
が
な
く
（
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
本
文
六
〇
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
E
C
の
同
権
限
は
第
四
三
条
を
根
拠
と
す
る
か
、
ま
た
は

　
第
一
二
二
条
を
根
拠
と
す
る
か
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
。

（
81

）
＜
の
『
O
暮
霧
算
Φ
巳
＼
胡
α
Φ
ω
国
ζ
O
＝
届
』
。
9
9
¢
α
霧
曽
O
鵠
＜
」
㎝
」
。
■
お
。
。
8
評
’
認
・。
＼
。
。
μ
u
Φ
暮
。
Q
9
①
田
げ
8
。
ぎ
の
一
叩

　
一
〇
〇
。
8
の
。
臼
一
〇
馴
ゆ
8
0
匡
仁
匹
創
Φ
の
国
仁
Ω
＝
℃
鉾
鉾
○
。

（
82
）

（
8
3
）

（
84
）

（
8
5
）

（
8
6
）

（
87
）

　
d
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
い
と
解
さ
れ
る
。

（
8
8
）
　
E
C
条
約
に
お
い
て
、
共
通
通
商
政
策
は
第
三
部
第
七
編
に
お
い
て
、
他
方
、
自
然
人
お
よ
び
法
人
の
移
動
の
自
由
に
関
し
て
は
第
三
部
第
三

　
編
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
者
の
適
用
範
囲
は
後
者
に
及
ば
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
89

）
　
O
暮
舘
耳
窪
一
＼
濾
き
ω
国
仁
O
餌
鉾
Φ
’
○
こ
即
身
さ
“
o
。
’
＜
典
一
9
磐
3
C
拝
3
の
国
仁
Ω
耳
＞
国
弓
即
届
．
鉾
○
こ
国
戸
一
9
E
C
裁
判
所

　
は
A
E
T
R
判
決
に
お
い
て
、
運
輸
政
策
は
共
通
通
商
政
策
に
属
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
E
C
裁
判

　
所
は
、
E
C
は
運
輸
政
策
の
枠
内
で
第
三
国
と
多
数
の
協
定
を
制
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
豆
F
即
号
7
8
・

（
9
0
）
　
H
び
こ
●
国
α
霞
・
認
●

（
9
1
）
　
一
げ
こ
●
即
α
昌
胃
●
㎝
＝
や

（
9
2
）
　
一
び
箆
・
即
α
霞
●
望
馬
や

構
成
国
の
通
商
政
策
は
、
単
に
共
同
体
法
上
の
制
限
を
受
け
る
に
過
ぎ
な
い
（
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
第
七
一
条
な
い
し
第
七
五
条
参
照
）
。

Ω
⊆
鼠
。
算
①
昌
一
＼
漣
号
の
曽
Ω
＝
）
p
p
O
こ
即
号
さ
。。
一
l
G。
。。
。

H
び
一
α
①
ヨ
勾
α
昌
饗
斜
一
●

G
A
T
S
第
一
条
第
二
項
参
照
。

Ω
三
霧
算
8
一
＼
漣
飢
①
の
国
⊆
Ω
炉
鉾
鉾
○
こ
勾
α
霞
」
“
。

冒
こ
①
ヨ
即
α
霞
眞
9
第
三
条
は
E
C
の
政
策
と
し
て
、
共
通
通
商
政
策
を
第
b
号
に
お
い
て
、
ま
た
人
の
移
動
の
自
由
に
関
す
る
措
置
を
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
は
人
の
移
動
の
自
由
に
関
す
る
事
項
に
ま
で
及
ば
な
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（
9
3
）
＜
○
（
国
≦
O
）
寄
。
ω
。。
島
＼
。
。
3
①
の
国
9
①
の
く
，
一
」
鱒
」
。
。。
①
菩
霞
ζ
践
奉
げ
ヨ
Φ
言
仁
ヨ
＜
①
吾
o
ε
霞
d
げ
①
篭
仁
ぼ
巨
α
q
轟
。
凝
。
魯
巨
霞

　
ミ
胃
2
ぎ
α
雪
N
o
一
一
お
。
窪
一
一
。
げ
守
。
一
雪
く
霞
ぎ
ぼ
｝
≧
W
ピ
Z
罫
ω
㎝
8
ω
」
9

（
94
）
　
製
品
（
偽
造
品
）
の
域
内
市
場
へ
の
流
入
に
関
し
て
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
規
則
は
第
一
一
三
条
を
根
拠
条
文
と
す
る
．

（
95
）
O
暮
8
算
雪
一
＼
。
“
畠
①
の
国
⊆
Ω
国
る
●
卑
O
こ
即
α
霞
．
㎝
①
。

（
9
6
）
　
条
約
が
国
内
で
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
国
内
法
へ
の
置
き
換
え
を
必
要
と
し
、
そ
の
際
、
条
約
は
国
内
の
立
法
者
に
、
あ
る
程
度
の
裁
量
の

　
余
地
を
認
め
る
場
合
（
国
内
法
は
条
約
に
完
全
に
拘
束
さ
れ
な
い
）
に
は
、
条
約
に
よ
る
国
内
法
の
「
調
整
」
で
あ
る
が
、
条
約
が
国
内
法
へ
の
置

　
き
換
え
を
経
ず
、
直
接
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
国
内
法
の
「
統
一
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
E
C
構
成
国
相
互
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
（
⇔
げ
霞
①
汐
－

ざ
5
幕
昌
げ
。
乙
一
縄
①
浮
算
一
喜
Φ
浮
器
＆
蒔
匿
ご
且
島
一
①
＜
。
一
一
弩
①
。
ぎ
お
σ
q
Φ
匡
。
毫
喜
霞
国
霧
9
。
置
…
の
①
三
・
N
茎
と
包

　
＝
壁
号
5
路
9
雪
（
ゆ
O
匹
」
O
認
目
ω
』
起
）
は
国
内
法
を
「
統
一
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
の
「
調
整
」
と
「
統
一
」
の
概
念
に
つ
き
、
＜
σ
q
一
●

　
目
器
。
ぎ
①
5
＞
『
け
」
O
ρ
首
Ω
3
①
げ
雪
＼
目
置
。
巴
お
＼
宰
一
。
吋
5
讐
昌
（
国
お
α
q
。
y
国
o
ヨ
ヨ
ー
国
薯
Q
＜
博
轟
。
＞
色
」
。
。
一
・

（
97
）
　
同
権
限
に
基
づ
く
第
二
次
法
と
し
て
、
ド
甲
＜
O
（
国
≦
O
）
Z
き
8
＼
漣
号
の
国
讐
雷
く
●
8
」
鱒
」
8
ω
害
霞
9
①
O
⑩
ヨ
鉱
拐
9
亀
誘
5
胃
ー

　
犀
ρ
卜
匹
●
Z
『
．
■
一
一
く
o
ヨ
一
轟
。
一
●
一
8
♪
ω
」
●

（
9
8
）
特
に
、
理
事
会
に
お
け
る
全
会
一
致
（
第
一
〇
〇
条
お
よ
び
第
二
三
五
条
）
ま
た
は
特
定
多
数
（
第
一
〇
〇
a
条
）
に
よ
る
議
決
、
欧
州
議
会

　
の
意
見
の
聴
取
（
第
一
〇
〇
条
お
よ
び
第
壬
二
五
条
）
お
よ
び
共
同
決
定
手
続
（
第
一
〇
〇
a
条
）
が
重
要
で
あ
る
。

（
9
9
）
第
二
三
条
（
前
掲
注
（
1
7
）
参
照
）
お
よ
び
第
二
二
八
条
、
第
二
二
八
a
条
お
よ
び
第
二
三
八
条
参
照
。

（
㎜
）
　
O
暮
8
算
雪
一
＼
O
“
α
霧
国
口
Ω
鍔
鉾
鉾
O
こ
国
身
『
◎
㎝
o。
R

（
血
）
　
一
げ
置
o
ヨ
即
α
ミ
●
①
一
．

（
皿
）
＜
σ
q
一
」
豊
§
臣
酵
露
。
N
。
切
●
ゆ
。
の
琶
＆
。。
刈
＼
弩
＼
国
≦
Q
α
。
象
。
ヨ
巨
匿
g
＜
。
ヨ
一
図
・
ω
」
。
。
。
刈
害
。
乙
一
①
国
巨
①
犀
…
⑳
①
ぎ
の

葺
①
ヨ
毘
o
畠
一
窪
国
。
房
仁
一
童
一
。
・
ω
－
…
α
ω
ぎ
菩
①
一
一
。
σ
q
…
鵯
＜
。
岳
ぼ
①
霧
げ
①
ぎ
謡
区
晋
①
竃
＆
・
善
馨
α
霞
＜
①
邑
巳
σ
q
雪
聾
器
亨

①
p
住
一
＆
毘
菩
婁
。
F
α
印
3
一
Φ
田
畦
昌
菩
婁
言
巨
零
≧
彗
一
§
。
・
①
吋
巳
邑
一
。
＜
①
邑
昌
§
ω
§
け
①
：
8
＞
墓
弓
ぎ
巳
。
算

　
N
⊆
α
q
①
一
器
の
雪
＆
琶
（
＞
国
●
Z
吋
．
い
」
一
8
ω
」
。
）
●

（
鵬
）
＜
⑩
一
●
＜
o
［
国
毛
o
］
多
竪
一
＼
。。
左
①
の
即
器
の
＜
§
一
刈
●
。
●
一
。
。
。
“
目
吋
ω
§
犀
巨
⑳
α
①
夷
§
①
一
房
昏
雪
浮
且
①
菖
。
一
一
葵
仁
区

　
営
昏
8
0
昌
3
冨
α
霧
ω
9
暮
N
霧
σ
q
①
σ
q
雪
巨
①
二
窪
ぴ
8
国
彗
号
一
8
β
ぎ
涛
窪
（
＞
曽
。
Z
7
ピ
謡
押
ω
」
y
同
規
則
は
第
一
二
二
条
に
基
づ
い

　
て
い
る
。
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（
悩
）
　
O
暮
霧
算
①
づ
一
＼
漣
α
Φ
の
国
仁
Ω
声
帥
●
鉾
○
こ
即
q
霞
9
①
G。
●

結
し
た
知
的
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
協
定
を
挙
げ
て
い
る
が
、

　
即
α
ロ
『
・
①
“
需
。

（（（（（　（（（（（（（（（（（（（（（

鵬琶脳鰯鵬鰯騨麗唖　　　　　餌

そ
の
他
に
も
委
員
会
は
、
E
C
裁
判
所
が
第
二
三
条
に
基
づ
き
第
三
国
と
締

E
C
裁
判
所
は
、
同
様
に
、
T
R
I
P
s
条
約
と
の
関
連
性
を
否
定
す
る
。
＜
巴
9

＜
の
一
・
Ω
暮
跨
算
⑪
ロ
一
＼
お
α
o
の
国
⊆
Q
鍔
即
●
鉾
○
こ
国
α
胃
。

O
⊆
鼠
o
算
①
昌
一
＼
漣
傷
①
の
国
⊆
Ω
＝
、
ゆ
●
費
○
こ
勾
α
ロ
『
・
お
や

一
げ
一
α
①
目
　
即
α
昌
同
●

H
げ
一
α
①
】
β
即
畠
昌
β

H
げ
一
α
①
日
即
α
コ
5

一
げ
一
α
①
一
β
国
α
5
弓
●

一
げ
一
α
①
ヨ
閃
α
ロ
吋
●

一
げ
一
α
①
ヨ
勾
伍
昌
5

一
げ
一
α
①
ヨ
即
α
口
5

一
げ
一
α
①
ヨ
閃
飢
昌
ド

一
げ
一
α
①
5
閃
α
づ
円
●

一
び
一
含
①
ヨ
国
α
⇒
き

H
げ
一
α
①
ヨ
即
α
ロ
づ

囲
げ
一
α
①
ヨ
即
α
ロ
5

一
げ
一
畠
①
ヨ
閃
q
昌
り
・

。
○
こ
即
α
昌
き
G
Q
9 お

零

Qo
一
’

co

gO
9

3
。

Qo
O
F
O
①
●

Qo
Qo

oo
O
．

一
8
㌦
や

一
〇
9

一
〇
一
●

一
8
㌦
や

一
〇
〇〇

●
く
σ
q
一
。

QO

き
号
O
仁
鼠
。
算
雪
一
＼
刈
。
。
号
の
国
仁
Ω
耳
勲
四
．
○
こ
即
身
5
。
。
“
弗
O
暮
霧
算
雪
卜
。
＼
。
一
α
①
ω
曽
Ω
昂

Ω
5
碧
辟
雪
一
＼
O
“
α
①
の
国
仁
Ω
声
ロ
●

一
げ
一
侮
⑪
H
P
　
即
α
づ
胃
●
　
麻
Q◎

●

一
げ
一
傷
①
ヨ
　
①
け
＜
『
Φ
　
国
α
門
F
り
。
　
“
一
D

Q
5
霧
算
雪
一
＼
刈
oo
α
o
o
。
国
仁
Ω
＝
鴨
鉾

O
暮
四
〇
馨
①
ロ
一
＼
O
群
α
①
o
o
国
⊆
O
自
矯
鉾

卑
○
こ
即
α
ロ
ド
ト
⊃
O
．

鉾
○
’

m
。
O
。
　
国
α
ロ
リ
・
“
斜
●
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（（（（（（（（132131130129128127126125

））））））））
し
て
は
、

E
C
は
例
外
を
除
き
T
R
I
P
s
条
約
の
対
象
の
範
囲
内
に
関
す
る
措
置
を
単
独
で
は
講
じ
え
な
い
。

特
に
W
T
O
の
枠
内
に
お
け
る
紛
争
処
理
制
度
お
よ
び
対
抗
措
置
に
関
す
る
規
定
に
鑑
み
強
調
し
て
い
る
。

（
鵬
）

（
悩
）

（
燭
）

（
鵬
）

　
て
、

両
者
は
、

　
三
項
は
「
国
際
機
構
お
よ
び
国
際
会
議
」
の
性
質
を
限
定
し
て
い
な
い
点
で
相
違
す
る
。
共
通
通
商
政
策
の
分
野
で
は
E
C
は
、

有
す
る
た
め
、

規
定
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
（
マ
条
約
第
M
条
参
照
）
、

ω
霞
。
一
目
一
国
霞
8
胃
①
魯
ダ
酌
。

（
餅
）

（
鵬
）

　
を
知
ら
せ
な
く
と
も
よ
い

〇
三
霧
算
窪
一
＼
O
“
α
霧
国
儒
Ω
＝
噛
卑
卑
O
こ
即
畠
胃
・
鶉
●

＜
㎎
一
●
ω
2
茜
①
o
一
p
O
ζ
い
即
。
＜
’
一
。
。
♪
お
巽
や
（
ミ
①
ご
。

〇
三
霧
算
①
⇒
一
＼
O
“
畠
①
の
国
二
〇
鼻
鉾
鉾
○
こ
即
身
5
㎝
一
。

一
げ
置
O
］
B
国
畠
口
罫
㎝
o

o
R

Ω
暮
8
算
雪
一
＼
お
α
o
の
国
⊆
Ω
劉
鉾
鉾
O
こ
勾
α
目
」
，

O
暮
霧
算
雪
一
＼
漣
α
霧
国
⊆
O
＝
”
帥
●
費
○
こ
国
身
『
●
o。
㎝
．

置
O
ヨ
国
α
コ
罫
一
〇
〇〇
。

例
え
ば
、
T
R
I
P
s
条
約
に
関
す
る
自
ら
の
基
本
的
な
権
限
に
基
づ
い
て
構
成
国
が
何
ら
か
の
措
置
が
講
じ
た
と
し
て
も
、
物
の
流
通
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
E
C
が
第
一
一
三
条
に
基
づ
き
排
他
的
な
権
限
を
有
す
る
た
め
、
構
成
国
の
措
置
は
E
C
法
と
の
関
係
で
は
効
力
を
有
し
な
い
。
他
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
C
裁
判
所
は
両
者
の
協
力
の
必
要
性
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ω
暮
8
算
g
一
＼
。
♪
コ
血
葭
’
一
。
。
9

＜
α
q
一
●
臣
一
や
田
目
一
。
。
㎝
る
㌫
隔
や
（
謡
①
）
。

前
掲
の
注
一
二
二
参
照
◎
＜
笹
’
窪
魯
Z
窪
≦
客
ン
O
ζ
■
即
①
〈
・
一
〇
〇
ω
｝
一
一
〇。
竃
や
（
＝
3
）
●

〇
三
霧
算
雪
鱒
＼
露
α
①
の
国
二
Q
鼻
曽
』
●
○
こ
即
α
目
●
G。
O
’

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
J
2
条
第
三
項
は
、
E
C
条
約
の
下
で
削
除
さ
れ
た
E
E
C
条
約
第
一
一
六
条
（
経
済
に
関
す
る
国
際
機
構
に
お
い

E
C
の
共
通
市
場
に
関
す
る
問
題
に
関
し
て
は
、
構
成
国
は
共
同
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
る
）
に
代
替
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
第
一
一
六
条
は
、
E
C
が
当
事
者
で
は
な
い
経
済
に
関
す
る
国
際
機
構
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
定
め
る
の
に
対
し
、
マ
条
約
第
J
2
条
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
排
他
的
」
権
限
を

　
　
　
　
同
分
野
に
お
け
る
構
成
国
の
行
動
を
前
提
と
す
る
マ
条
約
第
J
2
条
の
適
用
に
問
題
が
生
じ
る
が
、
マ
条
約
に
よ
っ
て
E
C
条
約
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
C
の
共
通
通
商
政
策
上
の
権
限
が
制
限
さ
れ
る
と
は
解
さ
れ
な
い
。
＜
σ
q
一
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＞
亀
一
．
一
〇
〇
ρ
勾
伽
目
’
①
曽
●

＜
σ
q
一
．
ω
2
茜
①
o
一
p
鉾
四
●
○
こ
刈
o。
禽
臣
一
や
帥
●
鉾
○
。
卜
。
㎝
①
●

E
C
裁
判
所
の
「
意
見
」
に
よ
れ
ば
、
E
C
と
構
成
国
間
に
お
け
る
権
限
の
分
配
は
第
三
国
の
管
轄
事
項
で
は
な
く
、
第
三
国
に
権
限
の
分
割

　
　
　
　
　
　
　
　
。
＜
の
ド
Ω
仁
鼠
畠
雪
一
＼
刈
。
。
鉾
四
●
○
●
℃
即
身
ド
。。
㎝
。
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（
㎜
）
　
例
え
ば
、
運
営
費
用
に
関
す
る
判
断
、
ま
た
A
E
T
R
原
則
ま
た
は
Ω
5
8
算
雪
一
鳶
ρ
即
身
辱
図
に
関
し
て
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
農
産
物
が
共
通
通
商
政
策
の
適
用
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
C
昌
●
α
①
ω
国
⊆
Ω
戸
旨
』
。
謡
｝
即
9
8
＼
謹
一
〇
餌
房
ξ
＼
房
葺
三
〇

　
召
巴
2
巴
ρ
ω
碍
」
雪
ρ
⑲
o
。
一
』
曾
か
ら
推
定
し
え
た
。
ま
た
、
E
C
裁
判
所
は
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
が
規
定
す
る
産
品
に
対
す
る
通
商

　
政
策
の
補
充
的
な
適
用
を
示
唆
し
て
い
た
。
く
屯
●
国
⊆
O
国
」
一
」
一
為
μ
Ω
日
碧
辟
窪
一
＼
日
δ
5
一
①
閑
○
。
Q
鼠
P
ω
一
叩
お
謡
」
留
ρ
昌
9
。
他

　
方
、

（
蜘
）

（
翅
）

（
毘
）

（
鴻
）

A
E
T
R
「
判
決
」
よ
り
、
運
輸
政
策
が
共
通
通
商
政
策
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
推
定
し
え
た
。

A
E
T
R
原
則
お
よ
び
「
意
見
」
一
＼
お
に
関
す
る
E
C
の
裁
判
所
の
解
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

も
っ
と
も
E
C
が
排
他
的
権
限
を
有
す
る
共
通
通
商
政
策
の
分
野
に
お
い
て
は
、
補
完
性
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。

も
っ
と
も
E
U
条
約
第
L
条
に
よ
れ
ば
、
E
C
裁
判
所
の
管
轄
権
は
同
第
F
条
に
関
す
る
事
項
に
及
ば
な
い
。

＝
一
一
や
謡
爵
’
　
ω
o
弩
α
q
。
o
す
刈
o。
①
。

第
三
b
条
参
照
。
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